
公 示

農林水産省では、平成２１年度炭素貯留関連基盤整備実験事業に対する補助を実施します。
当該補助を希望される場合は、下記に従いご応募ください。

記
１ 事業の目的

本事業は、基盤整備事業による農地土壌への効率的な炭素貯留を推進するため、炭素貯
留による生産基盤の機能への影響を検証するとともに、施工に際しての最適な工法等の技
術的実証を行うことを目的とする。

２ 事業の内容
基盤整備における農地土壌への効率的な炭素貯留を推進するため、経済的な投入工法や、

投入資材の種類、量、投入方法による基盤整備への影響等について取りまとめた技術的な
ガイドラインを有識者の意見を聞きつつ取りまとめる。（平成２１年度の実施内容について
は公募要領参照）

３ 応募資格及び応募方法
農林水産省のホームページに掲載する平成２１年度炭素貯留関連基盤整備実験事業に係

る公募要領、炭素貯留関連基盤整備実験事業実施要綱、炭素貯留関連基盤整備実験事業実
施要領及び土地改良事業関係補助金交付要綱を参照してください。

４ 公募の期間
公募の期間は平成２１年４月１日（水）から平成２１年４月１３日（月) までとします。

５ 補助金等交付候補者の選定方法
１ 農村振興局整備部関係補助金等交付先選定審査委員会において、審査基準に基づき、
提出された課題提案書等を審査の上、選定します。

２ 課題提案会を開催しないため、提出された課題提案書等のみをもって審査し、選定し
ます。

３ 補助金等交付候補者は１団体を予定しています。
ただし、提出された課題提案書等を審査し、補助事業遂行能力が具わっていないと判断
できる場合は、応募者が１団体であっても補助金等交付候補者として選定しないことと
なるので、予めご了承願います。

６ 課題提案書等の提出方法、提出期限及び提出先
提出方法：持参又は郵送によるものとします。
提出期限：平成２１年４月１４日（火）１８：１５までとします。

（郵送の場合は、平成２１年４月１４日（火）までに提出先必着とします。）
提 出 先：〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省農村振興局整備部農地資源課経営体育成基盤整備推進室
（北別館５階 ドア番号:北５１５）

７ 課題提案書等の無効
本公示に示した応募資格を満たさない団体の課題提案書等は、無効とします。

８ 照会・公募要領等交付窓口
〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１
農林水産省農村振興局整備部農地資源課経営体育成基盤整備推進室

（北別館５階 ドア番号:北５１５）
ＴＥＬ：（０３）３５０２－８１１１（代表）
ＦＡＸ：（０３）３５９２－０３０２
担当者 課長補佐 石島（内線５６１３）

事業計画係長 山本（内線５６１３）
公募要領等の交付は、平成２０年４月１３日（月）１８：１５までとします。

９ その他
本公示に記載のない事項は、平成２１年度炭素貯留関連基盤整備実験事業に係る公募要

領によるものとします。
以上公示する。

平成２１年４月１日

農林水産省農村振興局長
吉 村 馨



平成２１年度炭素貯留関連基盤整備実験事業に係る公募要領

第１ 総則

平成２１年度炭素貯留関連基盤整備実験事業（以下「本事業」という。）に係る課題提

案の実施については、この要領に定める。

第２ 公募対象補助事業等

（目的）

本事業は、基盤整備事業による農地土壌への効率的な炭素貯留を推進するため、炭素

貯留による生産基盤の機能への影響を検証するとともに、施工に際しての最適な工法等

の技術的実証を行うことを目的とする。

（内容)

基盤整備における農地土壌への効率的な炭素貯留を推進するため、経済的な投入工法

や、投入資材の種類、量、投入方法による基盤整備への影響等について取りまとめた技

術的なガイドラインを作成するため、以下の項目について取りまとめ等を行う。

（１） 基盤整備における農地土壌への効率的な炭素貯留を推進するためのガイドラ

インの構成を決定する。

（２） ガイドラインに盛り込むべき項目を決定し、別添「炭素貯留関連基盤整備実

験事業実施要綱」第２の１の（２）において調査する必要のある項目について、

当該調査を実施する者に調査方法等の助言を行う。調査は全国で18地区程度実

施する予定であり、助言は必要に応じて現地で行うこととする。

（３）有識者の参画を得た検討委員会を設置し、年２回の検討委員会を開催する。

このほか、当該補助事業全体の詳細内容については、別添「炭素貯留関連基盤整備実

験事業実施要綱」及び「炭素貯留関連基盤整備実験事業実施要領」を参照すること。

第３ 公募対象団体

公募に応募できる団体は、次の１及び２の双方に適合するものとする。

１ 対象団体

次のいずれかに該当する団体であること。

（１）民間企業

（２）独立行政法人

（３）認可法人

（４）民間団体

２ 応募資格・条件等

次に掲げる全ての条件等を満たす団体であること。

（１）意思能力及び行為能力を有する団体であること。

（２）補助事業等を遂行する資力を有する団体であること。

（３）法人格を有しない任意団体の場合は、会計処理・意思決定等の方法について規

約等が整備されていること。

（４）営農計画、費用便益分析等も含めた農業生産基盤整備に関する法体系、事業体

系、事業制度等に精通していること。

第４ 補助対象経費の範囲

以下の経費を補助の対象とする。

１ 賃金

２ 報償費



３ 旅費

４ 需用費

５ 役務費

６ 委託料

７ 使用料及び賃借料

８ 備品購入費

９ 技術員手当等

10 共済費

11 補償費

12 資材購入費

13 機械賃料

なお、当該補助事業等の仕入れに係る消費税等を消費税等納付額から控除できる団

体にあっては、仕入れに係る消費税等は補助対象経費にならないので注意すること。

第５ 申請できない経費

事業実施に関連のない経費

第６ 補助金の額及び補助率

補助対象となる事業費は、２０，０００，０００円以内とし、この範囲内で事業の実

施に必要となる経費を定額により補助します。

なお、補助金の額は、補助対象経費の金額の算定に誤りがないかどうか審査をした上で

決定するため、提案のあった額より減額されることがありますので、予めご了承願いま

す。

第７ 課題提案書等の提出について

１ 提出書類（以下の書類については各１５部提出すること）

（１）事業に係る課題提案書

（２）補助事業費内訳（参考資料として提出する。別添様式により、補助事業等を実施

するために必要な経費をすべて記載すること。）

（３）定款、寄付行為又は業務方法書等の規約

（４）直近の資産、負債、収支予算及び収支決算等に関する事項が記載された財務関係

書類

２ 提出方法

持参又は郵送により提出すること。

３ 提出期限

平成２１年４月１４日（火）１８：１５まで

（郵送の場合は、平成２０年４月１４日（火）までに窓口必着とする。）

４ 提出・照会等窓口

〒１００－８９５０ 東京都千代田区霞が関１－２－１

農林水産省農村振興局整備部農地資源課経営体育成基盤整備推進室

（北別館５階 ドア番号：北５１５）

ＴＥＬ：（０３）３５０２－８１１１（代表）

ＦＡＸ：（０３）３５９２－０３０２

担当者 課長補佐 石島（内線５６１３）

事業計画係長 山本（内線５６１３）

第８ 課題提案書の内容等

１ 課題提案書（様式は任意。但し、Ａ４版で５枚程度以内（片面印刷で、文字サイズ

は１１ポイント以上）とすること。図表等を用いてもよい。） は、以下の項目につい

て記載すること。また、課題提案書は、日本語で記載すること。



（１）事業実施方針及び内容（事業の目的に即した具体的な実施方針の設定）

（２）事業実施計画（事業全体の実施手順、スケジュール等）

（３）事業実施手法（事業内容毎の具体的な実施手法）

（４）事業実施体制（事業内容に見合った技術者の配置等）

（５）事業遂行能力（本要領第３の２（４）に示す条件を証明し得る組織体制に関する

情報や活動実績等）

２ 課題提案に要する一切の費用は、応募者の負担とする。

３ 一度提出された課題提案書等は、変更及び取消しができない。また、課題提案書等

は返却しない。

４ 課題提案書等は、当該公募に係る事務手続き以外の目的で、応募者に無断で使用し

ない。

第９ 課題提案書の選定（特定）

１ 補助金等交付候補者の選定は、農村振興局整備部関係補助金等交付先選定審査委員

会において、審査基準に基づき、提出された課題提案書等について審査の上、選定す

る。

２ 課題提案会を開催しないため、提出された課題提案書等のみをもって審査し、選定

する。

３ 補助金等交付候補者は、１団体を予定している。

ただし、提出された課題提案書等を審査し、補助事業遂行能力が具わっていないと判

断できる場合は、応募者が１団体であっても補助金等交付候補者として選定しない。

第１０ 選定結果の通知

農村振興局整備部関係補助金等交付先選定審査委員会における審査・選定の結果、補

助金等交付候補者として選定された団体に対しては選定された旨を、補助金等交付候補

者として選定されなかった団体に対しては選定されなかった旨を、それぞれ平成２１年

５月２２日（金）までに通知する。

第１１ 主な留意事項

１ 補助事業の実施に当たっては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭

和３０年法律第１７９号）、炭素貯留関連基盤整備実験事業実施要綱、炭素貯留関連基

盤整備実験事業実施要領及び土地改良事業関係補助金交付要綱等に従って実施するこ

と。

２ 当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び当該収入及び支出につい

ての証拠書類又は証拠物を、補助事業終了の年度の翌年度から起算して５ヶ年間整備

保管すること。

３ 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後にお

いても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、

その効率的な運営を図ること。

なお、当該財産のうち１件当たりの取得価格が５０万円以上の機械及び器具は補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１３条第４号の規定により農林水

産大臣の別に定める処分制限財産とし、当該財産については、農林水産大臣が別に定

める期間内において、農村振興局長の承認を受けて処分したことより、収入のあった

ときは、当該収入の全部又は一部を国に納付させることがある。

４ 当該補助事業に関して知り得た業務上の秘密については、事業の実施期間に関わら

ず、第三者に漏らしてはならない。



(別添） 補助事業費内訳

１　収入の部 （単位：円）

0

0

0

0

２　支出の部 （単位：円）

国庫補助金 その他

0 0 0

賃金 0 0 0

報償費 0 0 0

旅費 0 0 0

需用費 0 0 0

役務費 0 0 0

委託料 0 0 0

使用料及び賃借料 0 0 0

備品購入費 0 0 0

技術員手当等 0 0 0

共済費 0 0 0

補償費 0 0 0

資材購入費 0 0 0

機械賃料 0 0 0

３　検討委員会の設置及び開催 0 0 0

賃金 0 0 0

報償費 0 0 0

旅費 0 0 0

需用費 0 0 0

役務費 0 0 0

委託料 0 0 0

使用料及び賃借料 0 0 0

備品購入費 0 0 0

技術員手当等 0 0 0

共済費 0 0 0

補償費 0 0 0

資材購入費 0 0 0

機械賃料 0 0 0

0 0 0

負担区分
積算基礎

国庫補助金

自己負担金

収益金

合      計

区　　　分

区　　　分 補助事業に要する経費

合　　　計 

１　ガイドライン作成のための調査等
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炭素貯留関連基盤整備実験事業実施要綱

平成21年３月31日付け20農振第2157号

各地 方 農 政 局 長

国土交通省北海道開発局長

内閣府沖縄総合事務局長 あて

北 海 道 知 事

農林水産事務次官

第１ 趣 旨

平成19年12月に開催されたCOP13（気候変動枠組条約第13回締約国会議）において、

温室効果ガス排出削減に関する次期枠組み作りについての議論が開始され、農地土壌

を含む温室効果ガスの吸収源対策について関心が高まっている。

一方、平成20年３月に食料・農業・農村政策審議会企画部会地球環境小委員会にお

いて「地球温暖化防止に貢献する農地土壌の役割について」が取りまとめられ、営農

行為と併せて基盤整備の観点からの取組の重要性も位置付けられたところである。ま

た、「21世紀新農政2008」においても、温室効果ガス吸収源としての農地土壌の機能向

上が農林水産分野における地球温暖化対策の一つとして位置付けられている。更に、「経

済財政改革の基本方針2008」を踏まえ、平成20年７月に閣議決定された「低炭素社会

づくり行動計画」においても、農地土壌について炭素吸収源としての機能向上につい

て検討することとされている。

しかしながら、現状においては、農地土壌の炭素貯留機能について、農業生産基盤

整備に関する具体的な手法や効果は明らかになっておらず、効果的・効率的な貯留方

策について早急に検討を行い、基盤整備と連携した農地管理手法を我が国の温室効果

ガス吸収源対策として位置付けていく必要がある。

本事業は、基盤整備事業実施地区において、有機質資材の投入について、投入資材

・投入量の違いによる生産基盤等への影響評価や経済的な投入工法の検討を行うこと

で、基盤整備における農地土壌への効率的な炭素貯留の推進を図るものである。

第２ 事業内容

本事業で実施する事業内容は、次に掲げるとおりとする。

１ 炭素貯留実験事業

有機質資材の投入を伴う農業生産基盤整備を実施し、生産基盤の機能への影響、

最適な工法等の調査及び検討を行う。

（１）炭素貯留機能増進の検証を行うための整備

炭素貯留の効果が期待される土壌改良、暗渠排水等

（２）基盤整備事業における炭素貯留機能増進手法の調査、検討

（１）の整備実施地区において、以下の点について調査、検討。
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① 生産基盤の機能に与える影響

② 工法の検討

③ 環境への影響

２ ガイドラインの作成

１の（２）の調査及び検討結果に基づき、技術的なガイドラインを作成する。

第３ 事業実施主体

本事業の実施主体は、第２の１については、都道府県又は土地改良区等（土地改良

区、市町村その他都道府県知事（以下「知事」という。）が適当と認めるものをいう。

以下同じ。）とし、第２の２については、農林水産省農村振興局長（以下「農村振興局

長」という。）が別に定める公募要領により応募した者の中から選定された団体（以下

「公募団体」という。）とする。

第４ 採択要件

本事業の採択要件は、次のとおりとする。

１ 第２の１については、経営体育成基盤整備事業等の基盤整備の実施地区で、本事

業の実施期間中に本事業の対象となるほ場を継続的に確保できること。

２ 第２の２については、農業生産基盤整備に知見があり、技術的ガイドラインを作

成する体制を確保できること。

第５ 事業実施期間

本事業の実施期間は、平成21年度から平成24年度までの４年間とする。ただし、第

２の１の採択期間は平成21年度から平成23年度までの３年間とする。

第６ 事業の申請

１ 知事は、都道府県が第２の１の事業を実施しようとするとき又は土地改良区等か

ら第２の１を実施したい旨の申請があったときは、農村振興局長が別に定める事業

採択申請書及び事業計画概要書を、当該事業の採択を希望する年度の前年度の11月

末日までに地方農政局長（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長（以下「北

海道開発局長」という。）を経由して農村振興局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総

合事務局長（以下「沖縄総合事務局長」という。））に提出するものとする。

２ 第２の２の事業を実施しようとする者は、第３の公募要領の定めるところにより

応募し、審査の結果、事業実施主体の候補者として認められた場合は、その決定通

知を受けた後速やかに、事業採択申請書を農村振興局長に提出するものとする。

第７ 事業の採択

１ 地方農政局長（北海道にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務

局長）は、第６の１の事業採択申請書等を審査の上、予算の範囲内において当該事

業を実施させることが適当であると認めるときは、知事（北海道にあっては、北海

道開発局長を経由して北海道知事）に事業採択の通知を行うものとする。
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２ 知事は、１により土地改良区等に係る事業採択の通知を受けた場合は、速やかに

土地改良区等にその旨を通知するものとする。

３ 農村振興局長は、第６の２の事業採択申請書を審査の上、予算の範囲内において

当該事業を実施させることが適当であると認めるときは、当該申請者に事業採択の

通知を行うものとする。

第８ 助 成

国は、予算の範囲内で本事業に必要となる経費について、農村振興局長が別に定め

るところにより、事業実施主体に助成する。

第９ 事業実施状況の報告

１ 第２の１の（２）について、事業実施主体が土地改良区等である場合にあっては、

土地改良区等は、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度の実施状況等を

知事に報告するものとする。

２ 知事は、１の報告を受けた場合又は第２の１の（２）の実施主体が都道府県であ

る場合にあっては、農村振興局長が別に定めるところにより、毎年度の実施状況等

を地方農政局長を経由して（北海道にあっては直接、沖縄県にあっては沖縄総合事

務局長を経由して）、農村振興局長に報告するものとする。

３ 第２の２を実施する公募団体は、農村振興局長が別に定めるところにより、本事

業の実施成果について農村振興局長に報告するものとする。

第１０ 委 任

本事業の実施については、この要綱に定めるもののほか、農村振興局長が別に定め

るところによるものとする。

第１１ その他

平成21年度における事業採択申請書の提出期限は、第６の１の規定にかかわらず、

平成21年８月末日とする。
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炭素貯留関連基盤整備実験事業実施要領

平成21年３月31日付け20農振第2158号

各地 方 農 政 局 長

国土交通省北海道開発局長

内閣府沖縄総合事務局長 あて

北 海 道 知 事

農林水産省農村振興局長

第１ 趣旨

炭素貯留関連基盤整備実験事業の実施については、炭素貯留関連基盤整備実験事

業実施要綱（平成21年３月31日付け20農振第2157号農林水産事務次官依命通知。以

下「要綱」という。）によるもののほか、この実施要領に定めるところによるものと

する。

第２ 事業内容

１ 要綱第２の１の（１）の内容は、以下のとおりとする。

（１）事業内容

土地改良の効果と併せて炭素貯留機能の向上が期待できる工種（土壌改良（土

層改良を含む。以下同じ）、暗渠排水等）であって、炭素貯留機能の向上に着目し

て、投入有機質資材の種類、投入量等の違いによる生産基盤や周辺環境への影響

の検証が実施できるものとする。

なお、各工種の内容については、以下のとおりとする。

① 土壌改良

有機質を含む資材を複数の深さ、複数の単位量で投入すること。

② 暗渠排水

これまでに一般的に利用されていない有機質の疎水材を使って暗渠排水を施

工すること、又は①と併せて、有機質以外の疎水材を利用している地域におい

て、有機質の疎水材を使って暗渠排水を施工すること。

③ その他

①、②以外の工種においては、有機質資材投入量の大小等による生産基盤や

周辺環境への影響が検証できる内容となっていること。

（２）実施期間

原則として採択年度に単年度で実施するものとする。

２ 要綱第２の１の（２）は、要綱第２の１の（１）を実施する地区において、以下

の調査等を実施するものとする。

（１）生産基盤の機能に与える影響の調査

要綱第２の１の（１）の基盤整備を実施することによるほ場の均平などの生産
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基盤への影響を調査する。また、収穫量等営農への影響についても調査する。

（２）最適な工法の検討

要綱第２の１の（１）の基盤整備について、今後広く展開していくために、工

程、使用機材等の最適な工法を検討する。また、地域での合意形成のために必要

な調整内容についても検討する。

（３）周辺環境への影響の調査

要綱第２の１の（１）の基盤整備を実施することによる排水路の水質等周辺環

境への影響を調査する。

３ 要綱第２の２は、以下の事項に留意して実施するものとする。

（１）有識者の意見の活用

ガイドラインの作成に当たっては、有識者に助言を求め、必要に応じて検討委

員会を組織して検討を行うものとする。

（２）要綱第２の１の（２）の調査等の内容の反映

要綱第２の１の（２）の調査等の実施者と連携を密にし、当該調査等の結果を

的確に反映できるよう努めるとともに、ガイドラインの作成に必要なデータの精

度向上のため、要綱第２の１の（２）の調査等の実施者に分析手法等の助言を行

うものとする。

第３ 採択要件

１ 要綱第４の１の「基盤整備の実施地区」とは、基盤整備事業が完了又は実施中（本

事業実施年度から実施予定のものを含む。）の地域とする。

２ 要綱第４の１の「ほ場を継続的に確保できること」とは、要綱第２の１の（１）

の基盤整備を実施するほ場において、事業実施期間中第２の２の調査等を行うこと

について事前に了解が得られていることとする。

第４ 事業実施手続

１ 都道府県が要綱第２の１の事業を実施しようとするときの事業採択申請書の様式

は別記様式第１号とし、事業計画概要書の様式は、要綱第２の１の（１）にあって

は別記様式第２－１号、要綱第２の１の（２）にあっては別記様式第２－２号とす

る。

２ 土地改良区等（要綱第３の土地改良区等をいう。以下同じ）は、要綱第２の１を

実施しようとするときは、事業採択申請書及び事業計画概要書（以下「申請書等」

という。）を都道府県知事（以下「知事」という。）に提出するものとする。この場

合において、知事は当該都道府県内の申請を取りまとめた事業採択申請書を作成の

上、当該事業採択申請書及び申請書等を地方農政局長（北海道にあっては農村振興

局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）に提出するものとする。

３ ２の事業採択申請書の様式は別記様式第１号とし、２の事業計画概要書の様式は

要綱第２の１の（１）にあっては別記様式第２－１号、要綱第２の１の（２）にあ

っては別記様式第２－２号とする。

４ 要綱第６の２の事業採択申請書の様式は、別記様式第３号とする。
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第５ 事業の採択

１ 要綱第７の１の事業採択の通知を行う様式は、別記様式第４号とする。

２ 要綱第７の３の事業採択の通知を行う様式は、別記様式第５号とする。

第６ 助成

要綱第８の必要となる経費については、以下のとおりとする。

１ 要綱第２の１の事業については、工事費、測量試験費等の経費実費とする。

２ 要綱第２の１に必要な経費のうち、国の補助金を除いた残額は、事業実施地区の

存する都道府県又は土地改良区等の費用をもって充当する。

３ 要綱第２の２の事業については、以下のとおりとする。

（１）賃金

（２）報償費

（３）旅費

（４）需用費

（５）役務費

（６）委託料

（７）使用量及び賃借料

（８）備品購入費

（９）技術員手当等

（１０）共済費

（１１）補償費

（１２）資材購入費

（１３）機械賃料

第７ 事業実施報告

１ 要綱第９の１及び２の事業実施状況等の報告は、事業実施年度の３月末日までに

別記様式第６号により行うものとする。

２ 要綱第９の４の実施成果については、公募要領において定めるところによるほか、

事業実施年度の３月末日までに別記様式第７号により報告するものとする。



（別記様式第１号）

番 号

年 月 日

農林水産省○○農政局長 殿

北海道にあっては、農林水産省農村振興局長

沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局長

土地改良区等にあっては、都道府県知事

都道府県知事名 印

（土地改良区等申請者名）

炭素貯留関連基盤整備実験事業採択申請書

炭素貯留関連基盤整備実験事業実施要綱（平成21年３月31日付け20農振第2157号農林水

産事務次官依命通知）第６の１により、下記のとおり事業を実施したいので採択されたく

事業計画概要書を添えて申請します。

記

事業内容 都道府県名 市町村名 地区名 事業費

千円

※事業内容は、要綱第２の１の（１）若しくは第２の１の（２）又はその両方を記入する。

※知事は、土地改良区等から事業採択申請書及び事業計画概要書の提出があった場合は、

当該事業採択申請書の事業内容、都道府県名、市町村名、地区名、事業費を上表に記載

するとともに、土地改良区等からの提出書類（事業採択申請書及び事業計画概要書）を

添付する。



（別記様式第２－１号）

炭素貯留関連基盤整備実験事業事業計画概要書

都 道 府 県 市 町 村

地 区 名
整 備 事 業 名

実 施 工 種

生産基盤整備の概要
（１）有機質の種類
（２）投入量 （○○t/10a、○○t/10a、・・・）
（３）投入形態
（４）投入方法

※整備事業名には、本事業以外の整備を行った事業について、事業名、地区名を記載する。

※投入量は、10a当たりで、投入量のパターンを記載する。

※投入形態は、投入深度、投入状況（層形成、撹拌等）を記載する。

（必要に応じて図面を添付する。）

※投入方法は、使用機材、工程等を記載する。



（別記様式第２－２号）

炭素貯留関連基盤整備実験事業計画概要書

都 道 府 県 市 町 村

地 区 名 実 施 工 種

調査・検討の概要
（１）生産基盤の機能に与える影響
（２）工法の検討
（３）環境への影響

※実施工種には、調査及び検討の対象とする要綱第２の１の（１）の基盤整備の実施工種

を記入する。



（別記様式第３号）

番 号

年 月 日

農林水産省農村振興局長 殿

申請者名 印

炭素貯留関連基盤整備実験事業採択申請書

炭素貯留関連基盤整備実験事業実施要綱（平成21年３月31日付け20農振第2157号農林水

産事務次官依命通知）第６の２により、下記のとおり事業を実施したいので採択されたく

申請します。

記

事業計画書

事 業 内 容 金 額 備 考

千円



（別記様式第４号）

番 号

年 月 日

都道府県知事 殿

農林水産省○○農政局長名 印

北海道にあっては農林水産省農村振興局長

沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長

炭素貯留関連基盤整備実験事業採択通知書

平成○○年○○月○○日付け○○第○○号で申請のあったことについて、炭素貯留関連

基盤整備実験事業実施要綱（平成21年３月31日付け20農振第2157号農林水産事務次官依命

通知）第７の１に基づき、下記のとおり採択することと決定したので通知します。

記

地区名 都道府県名 市町村名 事業内容 事業費

千円



（別記様式第５号）

番 号

年 月 日

○○○ 殿

農林水産省農村振興局長 印

炭素貯留関連基盤整備実験事業採択通知書

平成○○年○○月○○日付け○○第○○号で申請のあったことについて、炭素貯留関連

基盤整備実験事業実施要綱（平成21年３月31日付け20農振第2157号農林水産事務次官依命

通知）第７の３に基づき、下記のとおり採択することと決定したので通知します。

記

事 業 内 容 金 額 備 考

千円



（別記様式第６号）

（要綱第９の１の場合）

番 号

年 月 日

都道府県知事 殿

土地改良区等名 印

炭素貯留関連基盤整備実験事業実施報告書

炭素貯留関連基盤整備実験事業実施要綱（平成21年３月31日付け20農振第2157号農林水

産事務次官依命通知）第９の１により、下記のとおり本年度の事業実施状況について報告

します。

記

都 道 府 県 市 町 村

地 区 名 実 施 工 種

実 施 概 要
（１）生産基盤の機能に与える影響
（２）工法の検討
（３）環境への影響

概要を簡潔に記載し、数値の根拠となる図表等を添付する。



（別記様式第６号）

（要綱第９の２の場合）

番 号

年 月 日

農林水産省農村振興局長 殿

都道府県知事名 印

炭素貯留関連基盤整備実験事業実施報告書

炭素貯留関連基盤整備実験事業実施要綱（平成21年３月31日付け20農振第2157号農林水

産事務次官依命通知）第９の２により、下記のとおり本年度の事業実施状況について報告

します。

記

都 道 府 県 市 町 村

地 区 名 実 施 工 種

実 施 概 要
（１）生産基盤の機能に与える影響
（２）工法の検討
（３）環境への影響

※概要を簡潔に記載し、数値の根拠となる図表等を添付する。

※要綱第９の１により、知事が土地改良区等から報告を受けた場合は、土地改良区等から

提出された報告書及び当該報告書に添付された図表等を添付し、報告を行う。この場合、

上表の作成は省略することができる。



（別記様式第７号）

番 号

年 月 日

農林水産省農村振興局長 殿

申請者名 印

炭素貯留関連基盤整備実験事業実施報告書

炭素貯留関連基盤整備実験事業実施要綱（平成21年３月31日付け20農振第2157号農林水

産事務次官依命通知）第９の３により、下記のとおり本年度の事業実施状況について報告

します。

記

実 施 概 要

成果内容について簡潔に記載し、別途作成した成果品がある場合は添付する。
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土地改良事業関係補助金交付要綱

昭和31年８月13日付け31農地第3966号

最終改正 平成21年４月１日付け20農振第2224号

各 地 方 農 政 局 長

国 土 交 通 省 北 海 道 開 発 局 長

北 海 道 知 事

内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 長 殿

各 都 道 府 県 知 事

全国土地改良事業団体連合会会長

全 国 農 業 会 議 所 会 長

農 林 水 産 事 務 次 官

第１ 農林水産大臣は、農業生産基盤の整備を図るため、土地改良事業等に要する経費

に対し、予算の範囲内において、都道府県、全国土地改良事業団体連合会及び全国

農業会議所並びに農林水産省農村振興局長が別に定める公募要領により公募した者

の中から選定された団体（以下「公募団体」という。）に補助金を交付するものと

し、その交付に関しては、土地改良法（昭和24年法律第195号）、土地改良法施行令

（昭和24年政令第295号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号、以下「法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令（昭和30年政令第255号、以下｢令」という。）農林畜水産業関係補

助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号、以下「規則」という。）、予算科目に

係る補助金等の交付に関する事務について平成12年度の予算に係る補助金等の交付

に関するものから地方農政局長に委任した件（平成12年６月23日農林水産省告示第

899号）及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成12年度の予算

に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件（平成12年

６月23日農林水産省告示第900号）及び予算科目に係る補助金等の交付に関する事務

について平成13年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道開発局長

に委任した件(平成13年４月13日農林水産省告示第538号）に定めるもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。

第２ 第１に規定する土地改良事業等に要する経費は、次の表の事業等の欄に掲げる事

業又は事務に要する経費とし、その事業等の区分、事業等又は補助対象事業の区分､

採択基準等及び補助率は、当該各欄に掲げるとおりとする。

第３ 法第５条、令第３条及び規則第２条の規定に基づく申請書の様式は、別記様式第

１号のとおりとし、地方農政局長（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長
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（以下「北海道開発局長」という。）、全国土地改良事業団体連合会、全国農業会

議所及び公募団体にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務

局長（以下「沖縄総合事務局長」という。））に提出する。なお、その提出部数は、

正副２部とする。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水

産大臣に交付決定の依頼をするものとする。

３ 都道府県、全国土地改良事業団体連合会、全国農業会議所及び公募団体は、第１

項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る仕入れに

係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額

のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入れに係る消費税額として

控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地

方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）があり、かつ、その金額が明らかになった場合には、これを減額して申請し

なければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らか

でない事業主体に係る部分については、この限りでない。

第４ 規則第２条の規定による申請書の提出時期は、地方農政局長（北海道、全国土地

改良事業団体連合会、全国農業会議所及び公募団体にあっては農林水産大臣、沖縄

県にあっては沖縄総合事務局長）が毎年度別に定める日までとする。

第５ 農林水産大臣は、第３第２項による依頼を受け、法第６条第１項及び第３項の規

定により補助金の交付決定をする場合、北海道開発局長に通知する。

第６ 都道府県、全国土地改良事業団体連合会、全国農業会議所及び公募団体は、規則

第３条第１号イ又はロの規定により、地方農政局長（北海道、全国土地改良事業団

体連合会、全国農業会議所及び公募団体にあっては農林水産大臣、沖縄県にあって

は、沖縄総合事務局長）の承認を受けようとする場合には、補助事業等変更承認申

請書（別記様式第２号）正副２部を地方農政局長（北海道にあっては北海道開発局

長、全国土地改良事業団体連合会、全国農業会議所及び公募団体にあっては農林水

産大臣、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）に提出しなければならない。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水

産大臣に変更承認の依頼をするものとする。

第７ 農林水産大臣は、第６第２項による依頼を受け、規則第３条第１号の規定により

承認する場合、北海道開発局長に通知する。
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第８ 規則第３条第１号の農林水産大臣が定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

１ 第２の表の事業等の欄に掲げる(1)から(8)まで（ただし(7)の事業のうち調査設計

事業及び(8)の事業のうち全国土地改良事業団体連合会が行う土地改良施設維持管理

適正化事業を除く。）の事業に係るものにあっては、次に掲げる変更以外の変更

(1) 都道府県が行う事業

ア 地区相互間の経費の額の流用

イ 地区ごとに次に掲げる変更

(ｱ) 経費の配分の変更

ａ 工事費から事務費への経費の額の流用

ｂ 工事費のうち工事雑費以外の経費から工事雑費への経費の額の流用

ｃ 工事費の各費目相互間の30パーセントを超える経費の増減。ただし、増減額

が400万円以下の場合を除く。

ｄ 第２の表の事業等の欄の(2)の事業のうち採択基準等の欄の(2)に該当する事

業に係る経費から事務費及び工事雑費への経費の額の流用

ｅ 第２の表の事業等の欄の(5)の事業のうち事業等又は補助対象事業の区分の欄

の１の(1)の事業であって採択基準等の欄の(2)に該当する事業、事業等又は補

助対象事業の区分の欄の１の(2)の事業であって採択基準等の欄の(2)に該当す

る事業、並びに事業等又は補助対象事業の区分の欄の４の事業であって採択基

準等の欄の(2)及び採択基準の欄(3)に該当する事業に係る経費から事務費及び

工事雑費への経費の額の流用

(ｲ) 事業内容の変更

ａ 工種別の事業量の30パーセントを超える増減

ｂ 工種の新設、変更又は廃止

ｃ 構造若しくは工法の変更又は施行箇所の変更

(2) 団体が行う事業

ア 事業主体の変更

イ 地区相互間の間接補助金の額の流用

ウ 地区ごとに次に掲げる変更

(ｱ) 経費の配分の変更

ａ 工事費から事務費への経費の額の流用

ｂ 工事費のうち工事雑費以外の経費から工事雑費への経費の額の流用

(ｲ) 事業内容の変更

ａ 工種別の事業量の30パーセントを超える増減

ｂ 工種の新設、変更又は廃止

２ 第２の表の事業等の欄に掲げる(7)の事業のうち事業等又は補助対象事業の区分の

欄の(3)に係るものにあっては、都道府県の補助に係る間接補助事業者ごとの間接補

助金の額の増減以外の変更

３ 第２の表の事業等の欄に掲げる(8)の事業のうち全国土地改良事業団体連合会が行
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う土地改良施設維持管理適正化事業に係るものにあっては、次に掲げる変更以外の

変更

(1) 資金造成額の30パーセントを超える額の増減

(2) 交付金総額の30パーセントを超える額の増減

４ 第２の表の事業等の欄に掲げる(9)の事業に係るものにあっては、次に掲げる変更

以外の変更

(1) 地区相互間の間接補助金の額の流用

(2) 地区ごとに次に掲げる変更

ア 経費の配分の変更

ａ 事業費のうち費目区分欄に掲げる経費の相互間の30パーセントを超える経費

の額の増減

ｂ 事業費から事務費への経費の額の流用

イ 事業内容の変更

ａ 人員配置の変更

ｂ 費目区分欄に掲げる経費の新設、変更又は廃止

５ 第２の表の事業等の欄に掲げる(10)の事業に係るものにあっては、次に掲げる変

更以外の変更

(1) 地区相互間の経費の額の流用

ア 対象事業地区間の経費の額の流用

イ 事業費のうち地域用水機能増進事業実施要綱第３の１の(4)以外の経費から同要

綱第３の１の(4)への経費の額の流用

(2) 事業内容の変更

ア 費目区分欄に掲げる経費の新設、変更又は廃止

６ 第２の表の事業等の欄に掲げる(11)の事業に係るものにあっては、次に掲げる変

更以外の変更

(1) 事前探査の範囲に著しい変更

(2) 事前探査に要する経費の30パーセントを超える額の増減

７ 第２の表の事業等の欄に掲げる(12)の事業に係るものにあっては、次に掲げる変

更以外の変更

(1) 地区相互間の経費の額の流用

(2) 地区ごとに次に掲げる変更

ア 事業費のうち水資源活用地域共生事業実施要綱第２の１の(4)以外の経費から同

要綱第２の１の(4)への経費の額の流用

イ 事業内容の変更

ａ 費目区分欄に掲げる経費の新設、変更又は廃止
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８ 第２の表の事業等の欄に掲げる(13)の事業に係るものにあっては、事業費のうち

工種の欄に掲げる経費の相互間の30パーセントを超える額の増減以外の変更

９ 第２の表の事業等の欄に掲げる(14)の事業のうち土地改良融資事業等指導監督に

あっては、同表の(14)の土地改良融資事業等指導監督の採択基準等の欄の(1)から

(5)までの事業等に要する経費（間接補助事業にあっては、当該間接補助事業に要す

る経費）のそれぞれの30パーセントを超える増減及び相互間の流用以外の変更

第９ 都道府県、全国土地改良事業団体連合会、全国農業会議所及び公募団体は、規則

第３条第２号の規定により地方農政局長（北海道、全国土地改良事業団体連合会、

全国農業会議所及び公募団体にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては沖縄総合

事務局長）の指示を求める場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又

は補助事業の遂行が困難となった理由並びに補助事業の遂行状況を記載した書類正

副２部を地方農政局長（北海道にあっては北海道開発局長、全国土地改良事業団体

連合会、全国農業会議所及び公募団体にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては

沖縄総合事務局長）に提出しなければならない。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水

産大臣に指示内容の依頼をするものとする。

第10 都道府県知事は、法第９条第１項、規則第４条により申請を取り下げる場合、取

り下げ理由を記載した書類正副２部を地方農政局長（北海道にあっては北海道開発

局長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）に提出しなければならない。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水

産大臣に申請の取り下げの報告をするものとする。

第11 法第１２条の規定による報告は、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期（第

４・四半期を除く。）の末日現在において、別記様式第３号により、遂行状況報告

書を作成し、当該四半期の最終月の翌月末までに正副２部を地方農政局長（北海道

にあっては北海道開発局長、全国土地改良事業団体連合会、全国農業会議所及び公

募団体にあっては、農林水産大臣、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）に提出し

なければならない。ただし、地方農政局長（北海道、全国土地改良事業団体連合会、

全国農業会議所及び公募団体にあっては農村振興局長、沖縄県にあっては沖縄総合

事務局長）が別に定める概算払請求書の提出をもって代えることができるものとす

る。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水

産大臣に遂行状況報告の報告をするものとする。
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第12 規則第６条の実績報告書の様式は、別記様式第４号のとおりとし、地方農政局長

（北海道にあっては北海道開発局長、全国土地改良事業団体連合会、全国農業会議

所及び公募団体にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）に

提出する。その提出部数は正副２部とする。

２ 北海道開発局長は、北海道から前項の書類の提出を受けた場合、速やかに農林水

産大臣に実績報告書の報告をするものとする。

３ 第３第３項ただし書により交付の申請をした都道府県、全国土地改良事業団体連

合会、全国農業会議所及び公募団体は、第１項の実績報告書を提出するにあたって

第３第３項ただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る

消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しな

ければならない。

４ 第３第３項ただし書により交付の申請をした都道府県、全国土地改良事業団体連

合会、全国農業会議所及び公募団体は、第１項の実績報告書を提出した後において、

消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額

が確定した場合には、その金額を（前項の規定により減額をした各事業主体につい

ては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）別記様式第５号により速やかに地

方農政局長（北海道、全国土地改良事業団体連合会、全国農業会議所及び公募団体

にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）に報告するととも

に、地方農政局長（北海道、全国土地改良事業団体連合会、全国農業会議所及び公

募団体にあっては農林水産大臣、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長）の返還命令

を受けてこれを返還しなければならない。

第13 農林水産大臣は、第１２第２項の報告を受け、法第１５条の規定により額を確定

する場合、北海道開発局長に通知する。

第14 令第13条第４号及び第５号の農林水産大臣の定める財産は、それぞれ１件の取得

価額50万円以上（昭和45年度分以前の予算に係る補助事業により取得したものにあ

っては、５万円以上）のものとする。

第15 公募団体のうち、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律（平成18年法律第50号）第42条第２項に規定する特例民法法人である団体は、こ

の補助金に係る補助金等支出明細書(別記様式第６号)を作成し、別に作成する「国

からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書類」に添付した

上で、計算書類等と併せて事務所に備え付け公開するとともに、補助金の交付を受

けた年度の翌年度の６月末日までに農林水産大臣に提出するものとする。
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事業等又は補助 補 助 率
事 業 等 採 択 基 準 等 摘 要

対象事業の区分 都 府 県 北 海 道

(1) 都道府県が行う １ かんがい排

かんがい排水事業 水事業

及び基幹水利施設 (1) 一般型及び

ストックマネジメ 特定地域型

ント事業、市町 ア かんがい 次に掲げる一に該当するもの（国営土地改良事業及び都道府県 (1) 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

村、土地改良区等 排水事業 営土地改良事業により造成された農業水利施設の変更であって、 (2) 沖縄県において行うものにあっては、当該補助事業

が行う基幹水利施 既存施設を有効活用すると認められ、施設機能の向上を主な目的 費の80％

設ストックマネジ としないものは除く）。 (3) 奄美群島振興特別措置法 (昭和29年法律第189号)に

メント事業、地域 (1) 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であって、受益面積 基づく指定地域 (以下「奄美群島」という。) におい

農業水利施設スト がおおむね200ヘクタール（沖縄県において行うものにあって て行うものにあっては、(1)の規定にかかわらず、当

ックマネジメント は、当分の間、水田については100ヘクタール、畑地について 該補助事業費の65％

事業及び水利区域 は50ヘクタール）以上であり、かつ、末端支配面積がおおむね (4) 採択基準等の欄の(9)の事業にあっては、(1)の規定

内集積促進事業に 100ヘクタール（沖縄県において行うものにあっては、当分の にかかわらず、当該補助事業費の55％

要する経費に対し 間、５ヘクタール、ただし、畑地については末端支配面積の制

て都道府県が補助 限を設けない。）以上のもの。

する事業 ただし、ほ場整備事業等区画整理を含む事業に関連して行わ

れるものであって、水田農業経営確立対策実施要綱（平成12年

４月１日付け12農産第1932号農林水産事務次官依命通知）第５

の２に基づく水田農業振興計画が策定され、かつ、地域として

米の計画的生産が確実と見込まれる地区であり、平成12年度か

ら平成16年度までの間に採択されるものにあっては、農業用用

排水施設の新設、廃止又は変更であって受益面積及び末端支配

面積がおおむね60ヘクタール以上のもの。

(2) 現に農業用用排水施設の利益を受けていない畑地を受益地と

する農業用用排水施設（「畑地を受益地とする農業用用排水施

設」という。以下この項において同じ。）の新設又は変更（都

道府県営かんがい排水事業によって新設された畑地を受益地と

する農業用用排水施設の変更に限る。）であって、受益面積が

おおむね100ヘクタール（沖縄県において行うものにあっては

、50ヘクタール）以上であり、かつ、末端支配面積がおおむね

20ヘクタール（沖縄県において行うものにあっては、当分の間

、末端支配面積の制限を設けない。）以上のもの。

(3) ダム又は頭首工等の基幹工事の施行に係る国営事業に附帯し

て行うものであって、国営事業施行部分に接続する農業用用排

水施設の新設、廃止又は変更であって、末端支配面積がおおむ

ね100ヘクタール（沖縄県において行うものにあっては、おお

むね５ヘクタール）以上のものの受益面積の合計がおおむね20

0ヘクタール（沖縄県において行うものにあっては、おおむね1

00ヘクタール）以上のもの。

(4) ダム又は頭首工等の基幹工事の施行に係る国営事業に附帯し

て行うものであって、国営事業施行部分に接続する畑地を受益

地とする農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であって、末

端支配面積がおおむね20ヘクタール（沖縄県において行うもの

にあっては、末端支配面積の制限を設けない。）のものの受益

面積の合計がおおむね100ヘクタール（沖縄県において行うも

のにあっては、おおむね50ヘクタール）以上のもの。
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(5) 北海道におけるため池の新設、廃止又は変更であって、受益

面積が50ヘクタール以上のもの並びに北海道における主として

畑を受益地とする排水施設の新設又は変更であって、受益面積

がおおむね100ヘクタール以上であり、かつ、末端支配面積が

おおむね20ヘクタール以上のもの及び主として畑を受益地とす

る国営事業施行部分に接続する排水施設の新設又は変更であっ

て、末端支配面積がおおむね20ヘクタール以上のものの受益面

積の合計がおおむね100ヘクタール以上のもの｡

(6) 畑地を受益地とする農業用用排水施設の系統的自動化又は系

統的多目的利用を行うために必要な水管理改良施設（附帯施設

を含む。）を伴う農業用用排水施設の新設又は変更であって、

受益面積がおおむね100ヘクタール以上のもの。

(7) 北海道における水田につき行う客土事業であって、受益面積

がおおむね200ヘクタール以上であり、主として機械力により

採土し、かつ、軌道若しくはトラック等により客入土の運搬を

行うもの。

(8) 河川に設置されている取水施設（農業用水として河水を得る

ための頭首工、集水きょ、揚水機、取付水路等の構造物及びこ

れらの附帯施設であって、その設置後の経過年数が標準計画耐

用年数のおおむね３分の２以下であるものをいう。）が河川に

おける土砂の採取、ダムの設置等の人為的要因に伴う河床の変

動、流心の移動等によりその取水機能に障害が生じている場合

において、これを回復させるために必要な改良又は当該施設に

代わるべき施設の新設であって、受益面積がおおむね200ヘク

タール以上で、これに要する費用の額がおおむね５千万円以上

のもの。

ただし、この場合の事業費（取水施設の機能障害対策に係る

もの。）にあっては、受益者負担金の額を当該費用の15％以内

とする。

(9)「土地改良事業計画基準（排水・ほ場整備(畑)）」（昭和53

年９月12日付け53構改Ｃ第306号農林水産事務次官依命通知）

により定められた排水に係る基準を上回る機能を有する排水施

設を整備する必要がある地域において(1)の事業と併せて行う

必要のある農地防災排水施設の新設、廃止又は変更であって、

受益面積がおおむね100ヘクタール以上であり、かつ、末端支

配面積が併せ行う(1)の事業の末端支配面積と同一であるもの

。

イ 農業用水 都道府県営農業用水再編対策事業実施要綱（平成９年４月１日 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

再編対策事 付け９構改Ｄ第223号農林水産事務次官依命通知）第３の(1)に定

業 める事業。

ウ 農業用水 都道府県営農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）実施 (1) 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

再編対策事 要綱（平成10年４月８日付け10構改Ｄ第219号農林水産事務次官 (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に

業（地域用 依命通知）第３の要件に該当するもの。 かかわらず、当該補助事業費の80％

水機能増進 (3) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定

型） にかかわらず、当該補助事業費の65％

エ 流域水質 都道府県営流域水質保全機能増進事業実施要綱（平成12年３月 (1) 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

保全機能増 24日付け12構改Ｄ第265号農林水産事務次官依命通知）第２の要 (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に
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進事業 件に該当するもの。 かかわらず、当該補助事業費の80％

(3) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定

にかかわらず、当該補助事業費の65％

オ 農業水利 農業水利施設緊急更新整備事業実施要綱（平成14年３月29日付 (1) 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

施設緊急更 け13農振第3192号農林水産事務次官依命通知）第４の要件に該当 (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に

新整備事業 するもの。 かかわらず、当該補助事業費の80％

(3) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定

にかかわらず、当該補助事業費の65％

カ 新農業水 新農業水利システム保全整備事業実施要綱（平成16年３月30日 (1) 当該間接補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

利システム 付け15農振第2578号農林水産事務次官依命通知）第４の要件に該 (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に

保全整備事 当するもの。 かかわらず、当該補助事業費の80％

業 (3) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定

にかかわらず、当該間接補助事業費の65％

(2) 排水対策特 地域水田農業支援排水対策特別事業実施要綱(平成16年３月30 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

別型（地域水 日付け15農振第2580号農林水産事務官依命通知)第４の要件に該

田農業支援排 当するもの。

水対策特別事

業)

(3) 水利区域内 (1) 水利区域内農地集積促進整備事業実施要綱（平成○年○月○ (1) 当該補助事業費の50％ (1) 当該補助事業費の50％

農地集積促進 日付け○農振第○○号農林水産事務次官依命通知）第○の１の (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に (2) 特別豪雪地帯、振興山

整備型（水利 (1)要件に該当するもの。 かかわらず、当該補助事業費の80％ 村、半島振興対策実施地

区域内農地集 (3) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定 域、過疎地域、特定農山村

積促進整備事 にかかわらず、当該補助事業費の65％ 地域又は急傾斜畑地帯にお

業） (4) 離島（離島振興法（昭和28年法律第72号）第２条第 いては、(1)の規定にかか

１項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定 わらず、当該補助事業費の

された離島をいう。以下同 じ。）、特別豪雪地帯 55％

（豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第

２条第２項の規定に基づき指定された地域をいう。以

下同じ。）、振興山村（山村振興法（昭和40年法律第

64号）第７条第１項の規定に基づき指定された地域を

いう。以下同じ。）、半島振興対策実施地域（半島振

興法（昭和60年法律第63号）第２条第１項の規定に基

づき指定された地域をいう。以下同じ。）、過疎地域

（過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15

号）第２条第１項に規定する過疎地域（同法第33条第

１項又は第２項の規定により過疎地域とみなされる区

域を含み、平成12年度から16年度までの間に限り、同

法附則第５条第１項に規定する特定市町村（同法附則

第６条又は第７条の規定により特定市町村と見なされ

る区域を含む）を含む。）をいう。以下同じ。）、特

定農山村地域（特定農山村地域における農林業等の活

性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成５年

法律第72号）第２条第１項に規定する特定農山村地域

をいう。以下同じ。）又は急傾斜畑地帯（受益地域内

の平均傾斜度が15度以上の地域（水田地帯を除く。）

をいう。以下同じ。）においては、(1)の規定にかか
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わらず、当該補助事業費の55％

(2) 水利区域内農地集積促進整備事業実施要綱（平成○年○月○ 当該補助事業費又は当該間接補助事業費の50％ 当該補助事業費又は当該間接

日付け○農振第○○号農林水産事務次官依命通知）第○の１の 補助事業費の50％

(2)要件に該当するもの。

２ 基幹水利施 基幹水利施設ストックマネジメント事業実施要綱（平成19年３ 当該補助事業費又は当該間接補助事業費の50％ 当該補助事業費又は当該間接

設ストックマ 月30日付け18農振第1855号農林水産事務次官依命通知）第５の要 補助事業費の50％

ネジメント事 件に該当するもの。

業

３ 地域農業水 (1) 地域農業水利施設ストックマネジメント事業実施要綱（平成 当該間接補助事業費の50％ 当該間接補助事業費の50％

利施設ストッ 21年１月27日付け20農振第1627号農林水産事務次官依命通知）

クマネジメン 第２の１及び４に掲げる事業に該当するもの。

ト事業

(2) 地域農業水利施設ストックマネジメント事業実施要綱（平成 (1) 当該間接補助事業費の50％ (1) 当該間接補助事業費の50

21年１月27日付け20農振第1627号農林水産事務次官依命通知） (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に ％

第２の２及び３に掲げる事業に該当するもの。 かかわらず、当該間接補助事業費の80％ (2) 特別豪雪地帯、振興山

(3) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定 村、半島振興対策実施地

にかかわらず、当該間接補助事業費の60％ 域、過疎地域、特定農山村

(4) 離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施 地域又は急傾斜畑地帯にお

地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜畑地帯に いては、(1)の規定にかか

おいては、(1)の規定にかかわらず、当該間接補助事 わらず、当該間接補助事業

業費の55％ 費の55％

(2) 都道府県が行う 畑地帯総合整備

畑地帯総合農地整 事業

備事業及び市町村 (1) 担い手育成 (1) 畑地帯総合整備事業実施要綱（平成９年10月８日付け９構改 (1) 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の52％

、土地改良区等が 型 Ｄ第238号農林水産事務次官依命通知）第４の１の(1)の要件に (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に

行う農業経営高度 該当するもの。 かかわらず、当該補助事業費の75％

化支援事業に要す (3) 離島において行うものにあっては、(1)の規定にか

る経費に対し都道 かわらず、当該補助事業費の52％

府県が補助する事 (4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定

業 にかかわらず、当該補助事業費の2/3

(2) 畑地帯総合整備事業実施要綱（平成９年10月８日付け９構改 当該補助事業費又は当該間接補助事業費の50％ 当該補助事業費又は当該間接

Ｄ第238号農林水産事務次官依命通知）第４の１の(2)の要件に 補助事業費の50％

該当するもの。

(2) 担い手支援 畑地帯総合整備事業実施要綱第４の２の要件に該当するもの。 (1) 当該補助事業費の50％ (1) 当該補助事業費の52％

型 (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に (2) 営農用水事業を単独で行

かかわらず、当該補助事業費の75％ う場合にあっては、当該補

(3) 離島において行うものにあっては、(1)の規定にか 助事業費の45％

かわらず、当該補助事業費の52％

(4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定

にかかわらず、当該補助事業費の2/3

(5) 営農用水事業を単独で行う場合にあっては、(1)か

ら(4)までの規定にかかわらず、当該補助事業費の45

％

ただし、沖縄県において行うものにあっては当該補
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助事業費の75％、離島において行うものにあっては当

該補助事業費の50％、奄美群島において行うものにあ

っては当該補助事業費の52％

(3) 都道府県が行う １ 広域農道整

農道整備事業 備事業

(1) 広域営農団 広域営農団地の基幹となる農道の新設若しくは改良又はこれら (1) 当該補助事業費の50％ (1) 当該補助事業費の55％

地農道整備型 と併せ行う用地整備、駐車場整備、ライフライン収容施設整備若 (2) 水源地域対策特別措置法に基づき決定された水源地 ただし、農業振興地域

しくは生態系保全施設整備であって、受益面積がおおむね1,000 域整備計画に基づく事業（以下「水源地域対策関連事 （農業振興地域の整備に関

ヘクタール（離島、振興山村、過疎地域、半島振興対策実施地域 業」という。）にあっては、当該補助事業費の55％ する法律（昭和44年法律第

又は急傾斜畑地帯において行うものにあっては、おおむね300ヘ (3) 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの 58号）第６条第１項の規定

クタール）以上、総事業費が20億円以上であり、かつ、車道幅員 にあっては、(1)及び(2)の規定にかかわらず、当該補 に基づき指定された地域を

がおおむね５メートル（離島、振興山村、過疎地域、半島振興対 助事業費の３分の２ いう。以下同じ。）以外の

策実施地域又は急傾斜畑地帯において行うものにあっては、おお 地域をその施行に係る地域

むね４メートル）以上であるもの。 に含めて行うものであっ

て、自動車交通量のうち、

農業に係るものが８割未満

のものにあっては当該補助

事業費の50％

(2) 北海道寒冷地畑作営農改

善資金融通臨時措置法（昭

和34年法律第91号）第２条

第１項の規定に基づく指定

地域（以下「北海道寒冷地

域」という。）において行

うものであって、延長がお

おむね10キロメートル（離

島、振興山村、過疎地域、

半島振興対策実施地域又は

急傾斜畑地帯において行う

ものにあっては、おおむね

５キロメートル）以上のも

のにあっては、前号の規定

にかかわらず当該補助事業

費の55％

(2) 中山間活性 中山間・都市ふれあいの郷づくり連携対策事業実施要綱（平成 (1)ア 当該補助事業費の50％ (1) 当該補助事業費の55％

化ふれあい支 ９年４月１日付け９構改Ｃ第136号農林水産事務次官依命通知） イ 水源地域対策関連事業にあっては、アの規定に ただし、農業振興地域以

援農道型 の第２の１に定める中山間・都市ふれあいの郷づくり連携計画及 かかわらず当該補助事業費の55％ 外の地域をその施行に係る

び都道府県が策定する「中山間活性化・都市交流促進モデル事業 (2) 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもの 地域に含めて行うものであ

計画」に位置付けられた農道であって、中山間地域の農業振興を にあっては、(1)の規定にかかわらず、当該補助事業 って、自動車交通量のう

図り、道路事業との連携をもって都市と中山間地域の交流拡大及 費の３分の２ ち、農業に係るものが８割

び中山間地域の活性化を計画的・効率的に促進すると認められる 未満のものにあっては当該

ものの新設若しくは改良又はこれらと併せて行う用地整備、駐車 補助事業費の50％

場整備、ライフライン収容施設整備若しくは生態系保全施設整備 (2) 北海道寒冷地域において

であって、受益面積がおおむね200ヘクタール以上、総事業費が2 行うものであって、延長が

0億円以上であり、かつ、幅員は連携する道路事業と調整が図ら おおむね３キロメートル以

れたもの。 上のものにあっては、前号

の規定にかかわらず当該補

助事業費の55％
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２ 基幹農道整 農業生産の近代化又は農業生産物の流通の合理化を図るための (1) 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の55％

備事業 重要な路線の農道の新設若しくは改良又はこれらと併せて行う用 (2) 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の

地整備、駐車場整備、ライフライン収容施設整備若しくは生態系 整備等に関する特別措置法（昭和55年法律第60号）に

保全施設整備であって、受益面積がおおむね50ヘクタール（振興 基づき決定された明日香村整備計画に基づく事業にあ

山村、過疎地域又は半島振興対策実施地域において行うものにあ っては、当該補助事業費の３分の２

っては、おおむね30ヘクタール）以上、車道幅員がおおむね４メ (3) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に

ートル（沖縄県、離島、奄美群島、振興山村又は半島振興対策実 かかわらず、当該補助事業費の85％

施地域において行うものにあっては、おおむね３メートル）以上 (4)ア 離島において行うものにあっては、(1)の規定に

であり、かつ、その総事業費が１億円以上であるもの。 かかわらず、当該補助事業費の55％

イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係る

ものにあっては、(1)の規定にかかわらず、当該補

助事業費の３分の２

(5) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定

にかかわらず、当該補助事業費の75％

３ 一般農道整 次に掲げる一に該当するもの。 (1) 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の55％

備事業 (1) 農道の新設若しくは改良又はこれらと併せて行う用地整備、 (2) 沖縄県において行うものにあっては、当該補助事業

駐車場整備、ライフライン収容施設整備若しくは生態系保全施 費の85％

設整備であって、受益面積がおおむね50ヘクタール（振興山 (3)ア 離島において行うものにあっては、(1)の規定に

村、過疎地域又は半島振興対策実施地域において行うものにあ かかわらず当該補助事業費の55％

っては、おおむね30ヘクタール）以上で総事業費が５千万円以 イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るも

上であり、かつ、全幅員がおおむね4.5メートル（特別豪雪地 のにあっては、アの規定にかかわらず当該補助事業

帯、振興山村、過疎地域、半島振興対策実施地域又は急傾斜畑 費の３分の２

地帯において行うものにあっては、おおむね４メートル）以上 (4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定

であるもの 。 にかかわらず、当該補助事業費の75％

(2) 樹園地を主体とした農用地若しくは野菜生産出荷安定法（昭 (5) 採択基準等の欄(3)の事業にあっては、前各号の規

和41年法律第103号）第４条第１項の規定に基づき指定された 定にかかわらず50％

野菜指定産地（以下「野菜指定産地」という。）における畑地

（畑作に転換した水田を含む。）を主体とした農用地（以下

「野菜指定産地における畑地域」という。）又は田畑輪換を行

う水田地帯の農用地（以下「田畑輪換を行う水田地帯」という

。）において行う農道の新設若しくは改良又はこれらと併せて

行うライフライン収容施設整備若しくは生態系保全施設整備で

あって、受益面積が(1)の条件に適合し、かつ、次に掲げるも

ののうち農道網の整備に必要なもの。

ア 総事業費及び全幅員が(1)の条件に適合する幹線農道

イ 全幅員がおおむね３メートル以上である支線農道

ウ 全幅員がおおむね２メートル以上である末端耕作道

エ 総延長がおおむね500メートル以上である軌道等運搬施設

（野菜指定産地における畑地帯又は田畑転換を行う水田地帯

において行うものを除く。）

(3) 自然的、経済的、社会的条件に恵まれず農業の生産条件が不

利な地域又は農村振興局長（以下、「局長」という。）が定め

る地域の農業集落を結ぶ農道（農道整備事業実施要綱（昭和52

年４月16日付け52構改Ｄ第239号農林事務次官依命通知）第４

の１の(2)のエに規定するものに限る。）の新設、改良若しく

は附帯整備又はこれと併せて行うライフライン収容施設整備若

しくは生態系保全施設整備であって、次の条件に適合するも

の。
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ア 農道本体のみの場合

(ｱ) 受益面積がおおむね30ヘクタール以上であること。

(ｲ) 総事業費が５千万円以上であること。

(ｳ) 車道幅員がおおむね４メートル以上であること。

イ 附帯整備を併せて行う場合

(ｱ) 農業集落道整備

アの農道と接続して、一体的な機能を果たすもの。

(ｲ) 農村交流基盤整備

アの農道に附帯又は隣接して設置するものであって、その

事業費が農道本体の整備に要する事業費の30％以内であるも

の。

４ 農道保全対 農道保全対策事業実施要領（平成19年３月30日付け18農振第 (1) ア 当該補助事業費の45％ 当該補助事業費の50％

策事業 1877号農村振興局長通知）第７の要件に該当するもの。 イ 豪雪地帯、急傾斜畑地帯又は水源地域において

行うものにあっては、アの規定にかかわらず当該

補助事業費の50％

(2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に

かかわらず当該補助事業費の80％

(3) ア 離島において行うものにあっては、(1)の規定

にかかわらず当該補助事業費の50％

イ 本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係る

ものにあっては、アの規定にかかわらず、当該補

助事業費の2/3

(4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定

にかかわらず当該補助事業費の65％

(5) 都道府県が行う １ 経営体育成

経営体育成基盤整 基盤整備事業

備事業及び市町村 (1) 一般型 (1) 経営体育成基盤整備事業実施要綱（平成15年４月１日付け14 (1) 当該補助事業費の50％ (1) 当該補助事業費の50％

、土地改良区等が 農振第2486号農林水産事務次官依命通知）第３の２の(1)及び (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に (2) 他の道営事業のうち、次

行う農業経営高度 第４の２の要件に該当する一般型。（但し、農業経営高度化支 かかわらず当該補助事業費の75％ の事業にあっては、(1)の

化支援事業に要す 援事業の要件に該当するものを除く。） (3) 離島において行うものにあっては、(1)の規定にか 規定にかかわらず、次の補

る経費に対し都道 かわらず当該補助事業費の55％ 助率による。

府県が補助する事 (4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定 ア 排水対策特別事業にあ

業 にかかわらず、当該補助事業費の60％ っては、当該補助事業費

(5) 水源地域対策関連事業にあっては、(1)の規定にか の50％

かわらず、当該補助事業費の55％ イ ため池等整備事業及び

(6) 他の都府県営事業のうち、次の事業にあっては、 湛水防除事業にあっては

(1)の規定にかかわらず、次の補助率による。 、農地防災事業等補助金

ア 排水対策特別事業にあっては、当該補助事業費の 交付要綱別表の(2)及び

50％ (3)の項の補助率の欄に掲

イ ため池等整備事業及び湛水防除事業にあっては、 げる補助率

農地防災事業等補助金交付要綱（昭和31年８月30 ウ かんがい排水事業にあ

日付け31農地第4122号農林水産事務次官依命通知） っては、当該補助事業費

別表の(2)及び(3)の項の補助率 の50％

ウ かんがい排水事業にあっては、当該補助事業費の エ 農道整備事業にあって

50％ は、当該補助事業費の55

エ 農道整備事業にあっては､当該補助事業費の50％｡ ％

ただし、水源地域において行うものにあっては、 (3) 区画整理事業、排水対策

当該補助事業費の55％ 特別事業、ため池等整備事
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(7) 区画整理事業、排水対策特別事業、ため池等整備事 業、湛水防除事業、かんが

業、湛水防除事業、かんがい排水事業又は農道整備事 い排水事業又は農道整備事

業を併せて施行する場合にあっては、総合補助率（各 業を併せて施行する場合に

事業に要する経費に各事業に対応する補助率を乗じて あっては、総合補助率

得た額を合計して得た額の各事業に要する経費を合計

して得た額に対する比率（百分比で表示するものと

し、小数点以下第２位を四捨五入し、小数点第１位ま

でとする。）をいう。以下同じ。）

(2) 経営体育成基盤整備事業実施要綱（平成15年４月１日付け14 (1) 当該補助事業費又は当該間接補助事業費の50％ 当該補助事業費又は当該間接

農振第2486号農林水産事務次官依命通知）第３の２の(1)及び (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に 補助事業費の50％

第４の２の要件に該当する一般型のうち農業経営高度化支援事 かかわらず当該補助事業費の75％

業の要件に該当するもの。 (3) 離島において行うものにあっては、(1)の規定にか

かわらず当該補助事業費の55％

(4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定

にかかわらず、当該補助事業費の60％

(3) 農地還元資源利活用事業実施要綱（平成３年７月17日付け３ (1) 基幹事業にあっては、当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

構改Ｄ第482号農林水産事務次官依命通知）第２の別表に掲げ (2) 併せ行う事業にあっては、当該補助事業費の50％

る事業に該当するもの。

(2) 面的集積型 (1) 経営体育成基盤整備事業実施要綱（平成15年４月１日付け14 (1) 当該補助事業費の50％ (1) 当該補助事業費の50％

及び農業生産 農振第2486号農林水産事務次官依命通知）第３の２の(2)及び (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1) の規定に (2) 特別豪雪地帯、振興山

法人等育成型 第４の３の要件に該当する面的集積型又は第３の２の(3)及び かかわらず当該補助事業費の75％ 村、半島振興対策実施地

第４の４の要件に該当する農業生産法人等育成型。（但し、農 (3) 離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施 域、過疎地域、特定農山村

業経営高度化支援事業の要件に該当するものを除く。） 地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯にお 地域又は急傾斜地帯におい

いて行うものにあっては、(1)の規定にかかわらず、 て行うものにあっては、

当該補助事業費の55％ (1)の規定にかかわらず、

(4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定 当該補助事業費の55％

にかかわらず、当該補助事業費の60％ (3) 他の道営事業のうち、次

(5) 水源地域対策関連事業にあっては、(1)の規定にか の事業にあっては、(1)の

かわらず、当該補助事業費の55％ 規定にかかわらず、次の補

(6) 他の都府県営事業のうち、次の事業にあっては、 助率による。

(1)の規定にかかわらず、次の補助率による。 ア 排水対策特別事業にあ

ア 排水対策特別事業にあっては、当該補助事業費の っては、当該補助事業費

50％ の50％

イ ため池等整備事業及び湛水防除事業にあっては、 イ ため池等整備事業及び

農地防災事業等補助金交付要綱（昭和31年８月30日 湛水防除事業にあって

付け31農地第4122号農林水産事務次官依命通知）別 は、農地防災事業等補助

表の(2)及び(3)の項の補助率 金交付要綱別表の(2)及

ウ かんがい排水事業にあっては、当該補助事業費の び(3)の項の補助率の欄

50％ に掲げる補助率

エ 農道整備事業にあっては､当該補助事業費の50 ウ かんがい排水事業にあ

％。 ただし、水源地域において行うものにあって っては、当該補助事業費

は、当該補助事業費の55％ の50％

(7) 区画整理事業、排水対策特別事業、ため池等整備 エ 農道整備事業にあって

業、湛水防除事業、かんがい排水事業又は農道整備事 は、当該補助事業費の55

業を併せて施行する場合にあっては、総合補助率 ％

(4) 区画整理事業、排水対策

特別事業、ため池等整備事



- 15 -

業、湛水防除事業、かんが

い排水事業又は農道整備事

業を併せて施行する場合に

あっては、総合補助率

(2) 経営体育成基盤整備事業実施要綱（平成15年４月１日付け14 (1) 当該補助事業費又は当該間接補助事業費の50％ (1) 当該補助事業費又は当該

農振第2486号農林水産事務次官依命通知）第３の２の(2)及び (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に 間接補助事業費の50％

第４の３の要件に該当する面的集積型又は第３の２の(3)及び かかわらず当該補助事業費又は当該間接補助事業費の (2) 特別豪雪地帯、振興山

第４の４の要件に該当する農業生産法人等育成型のうち農業経 75％ 村、半島振興対策実施地

営高度化支援事業の要件に該当するもの。 (3) 離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施 域、過疎地域、特定農山村

地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯にお 地域又は急傾斜地帯におい

いて行うものにあっては、(1)の規定にかかわらず、 て行うものにあっては、

当該補助事業費又は当該間接補助事業費の55％ (1)の規定にかかわらず、

(4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定 当該補助事業費又は当該間

にかかわらず、当該補助事業費又は当該間接補助事業 接補助事業費の55％

費の60％

２ 地域水田農 地域水田農業支援緊急整備事業実施要綱(平成16年３月30日付 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

業支援緊急整 け15農振第2691号農林水産事務次官依命通知)第４の要件に該当

備事業 するもの。

３ 地域水田農 地域水田農業再編緊急整備事業実施要綱(平成19年３月30日付 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

業再編緊急整 け18農振第1934号農林水産事務次官依命通知)第４の要件に該当

備事業 するもの。

４ 耕作放棄地 (1) 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業実施要綱（平成20年 (1) 当該補助事業費の50％ (1) 当該補助事業費の50％

解消・発生防 ４月１日付け19農振第2048号農林水産事務次官依命通知）第３ (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1) の規定に (2) 特別豪雪地帯、振興山

止基盤整備事 及び第４の要件に該当するもの（耕作放棄地解消支援事業、耕 かかわらず当該補助事業費の75％ 村、半島振興対策実施地

業 作放棄地解消・集積促進事業及び耕作放棄地活用推進事業を除 (3) 離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施 域、過疎地域、特定農山村

く。） 地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯にお 地域又は急傾斜地帯におい

いて行うものにあっては、(1)の規定にかかわらず、 て行うものにあっては、

当該補助事業費の55％ (1)の規定にかかわらず、

(4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定 当該補助事業費の55％

にかかわらず、当該補助事業費の60％ (3) 他の道営事業のうち、次

(5) 水源地域対策関連事業にあっては、(1)の規定にか の事業にあっては、(1)の

かわらず、当該補助事業費の55％ 規定にかかわらず、次の補

(6) 他の都府県営事業のうち、次の事業にあっては、 助率による。

(1)の規定にかかわらず、次の補助率による。 ア 排水対策特別事業にあ

ア 排水対策特別事業にあっては、当該補助事業費の っては、当該補助事業費

50％ の50％

イ ため池等整備事業及び湛水防除事業にあっては、 イ ため池等整備事業及び

農地防災事業等補助金交付要綱（昭和31年８月30日 湛水防除事業にあって

付け31農地第4122号農林水産事務次官依命通知）別 は、農地防災事業等補助

表の(2)及び(3)の項の補助率 金交付要綱別表の(2)及

ウ かんがい排水事業にあっては、当該補助事業費の び(3)の項の補助率の欄

50％ に掲げる補助率

エ 農道整備事業にあっては､当該補助事業費の50％ ウ かんがい排水事業にあ

ただし、水源地域において行うものにあっては、 っては、当該補助事業費

当該補助事業費の55％ の50％

(7) 区画整理事業、排水対策特別事業、ため池等整備事 エ 農道整備事業にあって
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業、湛水防除事業、かんがい排水事業又は農道整備事 は、当該補助事業費の55

業を併せて施行する場合にあっては、総合補助率 ％

(4) 区画整理事業、排水対策

特別事業、ため池等整備事

業、湛水防除事業、かんが

い排水事業又は農道整備事

業を併せて施行する場合に

あっては、総合補助率

(2) 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業実施要綱（平成20年 定額補助 定額補助

４月１日付け19農振第2048号農林水産事務次官依命通知）第３

及び第４の要件に該当するもの（耕作放棄地解消支援事業及び

耕作放棄地活用促進事業に限る。）

(3) 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業実施要綱（平成20年 (1) 当該補助事業費又は当該間接補助事業費の50％ (1) 当該補助事業費又は当該

４月１日付け19農振第2048号農林水産事務次官依命通知）第３ (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に 間接補助事業費の50％

及び第４の要件に該当するもの（耕作放棄地解消・集積促進事 かかわらず当該補助事業費又は当該間接補助事業費の (2) 特別豪雪地帯、振興山

業に限る。） 75％ 村、半島振興対策実施地

(3) 離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施 域、過疎地域、特定農山村

地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯にお 地域又は急傾斜地帯にお

いて行うものにあっては、(1)の規定にかかわらず、 いて行うものにあっては、

当該補助事業費又は当該間接補助事業費の55％ (1)の規定にかかわらず、

(4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定 当該補助事業費又は当該間

にかかわらず、当該補助事業費又は当該間接補助事業 接補助事業費の55％

費の60％

(6) 都道府県が行う １ 都道府県営 地域開発関連基盤整備事業実施要綱（平成15年４月１日付け14 (1) 当該補助事業費の45％ (1) 当該補助事業費の45%

地域開発関連基盤 地域開発関連 農振第2488号農林水産事務次官依命通知）第３の要件に該当する (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に (2) 畑地につき行うものにあ

整備事業及び都道 基盤整備事業 もの。 かかわらず、当該補助事業費の75％ っては、(1)の規定にかか

府県知事の適当と (3) 離島において行うものにあっては、(1)の規定にか わらず、当該補助事業費の

認める団体その他 かわらず、当該補助事業費の50％ 50％

の者が行う地域開 (4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定 (3) 他の道営事業のうち、次

発関連整備事業に にかかわらず、当該補助事業費の55％ の事業にあっては、(1)の

要する経費に対し (5) 水源地域対策関連事業にあっては、(1)の規定にか 規定にかかわらず、次の補

、都道府県が補助 かわらず、当該補助事業費の50％ 助率による。

する事業 (6) 他の都府県営事業のうち次の事業にあっては、(1) ア 排水対策特別事業にあ

の規定にかかわらず、次の補助率による。 っては、当該補助事業費

ア 排水対策特別事業にあっては、当該補助事業費の の50％

50％ イ ため池等整備事業及び

イ ため池等整備事業及び湛水防除事業にあっては、 湛水防除事業にあって

農地防災等補助金交付要綱（昭和31年８月30日付け は、農地防災事業等補助

31農地第4122号農林水産事務次官依命通知）別表の 金交付要綱別表の(2)及

(2)及び(3)の項の補助率 び(3)の項の補助率の欄

ウ かんがい排水事業にあっては、当該補助事業費の に掲げる補助率

50％ ウ かんがい排水事業にあ

エ 農道整備事業にあっては、当該補助事業費の50％ っては、当該補助事業費

ただし、水源地域において行うものにあっては、 の50％

当該補助事業費の55％ エ 農道整備事業にあって

(7) 区画整理事業、排水対策特別事業、ため池等整備事 は、当該補助事業費の55

業、湛水防除事業、かんがい排水事業又は農道整備事 ％
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業を併せて施行する場合にあっては、総合補助率 (4) 区画整理事業、排水対策

特別事業、ため池等整備事

業、湛水防除事業、かんが

い排水事業又は農道整備事

業を併せて施行する場合に

あっては、総合補助率

２ 団体営地域 地域開発関連基盤整備事業実施要綱（平成15年４月１日付け14 (1) 当該間接補助事業費の45％ (1) 当該間接補助事業費の45

開発関連基盤 農振第2488号農林水産事務次官依命通知）第３の要件に該当する (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に ％

整備事業 もの。 かかわらず、当該間接補助事業費の75％ (2) 他の団体営事業のうち、

(3) 他の団体営事業のうち、次の事業にあっては、(1) 次の事業にあっては、(1)

の規定にかかわらず、次の補助率による。 の規定にかかわらず、次の

ア 基盤整備促進事業実施要綱（平成10年５月20日付 補助率による。

け10構改Ｄ第85号農林水産事務次官依命通知）第 ア 基盤整備事業にあって

３の１(1)及び第３の２(1)に基づき実施される基盤 は、当該間接補助事業費

整備事業（区画整理事業に係るものは除く。以下 の50％

「基盤整備事業」という。）にあっては、当該間接 ただし、特別豪雪地

補助事業費の50％ 帯、振興山村、半島振興

ただし、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策 対策実施地域、過疎地

実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜畑 域、特定農山村地域又は

地帯において行うものにあっては、当該間接補助事 急傾斜畑地域において行

業費の55％ うものにあっては、当該

イ ため池等整備事業及び湛水防除事業にあっては、 間接補助事業費の55％

農地防災事業等補助金交付要綱別表の(2)及び(3)の イ ため池等整備事業及び

項の補助率の欄に掲げる補助率 湛水防除事業にあって

(4) 区画整理事業及び基盤整備事業、ため池等整備事業 は、農地防災事業等補助

又は湛水防除事業を併せて施行する場合にあっては、 金交付要綱別表(2)及び

総合補助率 (3)の項の補助率の欄に

掲げる補助率

(3) 区画整理事業及び基盤整

備事業、ため池等整備事業

又は湛水防除事業を併せて

施行する場合にあっては、

総合補助率

(7) 都道府県が行う 諸土地改良事業

諸土地改良改良事 (1) 水田農業振 別表の事業の種類の欄の２に掲げるものを実施する事業若しく 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

業、市町村が行う 興緊急整備事 は同欄の１から５までに掲げるもののうち２以上を総合的に実施

諸土地改良事業に 業 する事業又はこれらの事業と密接な関連を有する同欄に掲げるそ

要する経費及び都 ア 一般型 の他の事業を併せて一体的に実施するものであって、同欄の１か

道府県知事の適当 ら５までに掲げる事業の受益面積の合計がおおむね20ヘクタール

と認める団体その 以上であること。

他の者が行う諸土

地改良事業に要す 別表

る経費に対し都道

府県知事が補助す 事 業 の 種 類

る事業並びに全国

土地改良事業団体 1 農業用用排水施設整備事業

連合会及び公募団 2 暗渠排水事業

体が行う諸土地改 3 客土事業
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良事業 4 農道整備事業

5 区画整理事業

6 土壌改良事業

7 特認事業

イ 担い手育 その施行に係る地域において効率的かつ安定的な農業経営を営 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

成型 む者が経営する農用地の面積が増加することが明らかで、麦、大

豆等の作付け面積が一定割合以上なことが確実な地域において、

別表の事業の種類の欄の２に掲げるものを実施する事業若しくは

同欄の１から５までに掲げるもののうち２以上を総合的に実施す

る事業又はこれらの事業と密接な関連を有する同欄に掲げるその

他の事業を併せて一体的に実施するものであって、別表の事業の

種類の欄の１から５までに掲げる事業の受益面積の合計がおおむ

ね20ヘクタール以上であること。

別表

事 業 の 種 類

1 農業用用排水施設整備事業

2 暗渠排水事業

3 客土事業

4 農道整備事業

5 区画整理事業

6 土壌改良事業

7 特認事業

(2) 地域整備関 地域の振興に関する地方公共団体の計画に従って設置される施 (1) 当該補助事業費又は当該間接補助事業費の50％ (1) 当該補助事業費又は当該

連総合整備事 設等を整備する事業に関連して行う土地改良事業であって、次の ただし、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実 間接補助事業費の50％

業 (1)及び(2)に掲げる事業又は(1)、(2)及び(3)に掲げる事業を一 施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯 ただし、特別豪雪地帯、

体的に実施するもの。 （沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域であっ 振興山村、半島振興対策実

(1) 別表１の区分の欄の１の農業生産基盤整備事業のうち事業の て、財政力指数（地方交付税法第14条の規定により算 施地域、過疎地域、特定農

種類の欄の(1)から(5)までに掲げる事業のいずれか若しくは複 出した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定に 山村地域又は急傾斜地帯

数のものを行うもの又は当該事業及び当該事業と密接に関連す より算出した当該市町村の基準財政需要額で除して得 （財政力指数（地方交付税

る同欄の(6)に掲げる事業を併せて行うものであって、都道府 た数値で過去３年間の平均値をいう。以下この欄の 法第14条の規定により算出

県営事業にあっては受益面積（同欄の(6)に掲げる事業のみに (2)及び北海道の欄の(2)において同じ。）が全国平均 した市町村の基準財政収入

係る面積を除く。団体営事業において同じ。）の合計がおおむ 以下の市町村の区域に限る。）において行うものにあ 額を同法第11条の規定によ

ね20ヘクタール以上、団体営事業にあってはおおむね10ヘクタ っては、当該補助事業費又は当該間接補助事業費の55 り算出した当該市町村の基

ール以上のもの。 ％ 準財政需要額で過去３年間

(2) 別表１の区分の欄の２の農業生活環境整備事業のうち事業の (2) 過疎地域自立促進特別措置法附則第５条第１項に規 の平均値をいう。）が全国

種類の欄に掲げる事業のいずれか又は複数のものを行うもの。 定する特定市町村の区域のうち沖縄県、奄美群島、離 平均以下の市町村の区域に

(3) 下表の区分の欄の３の特認事業 島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域 限る。）において行うもの

、特定農山村地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域で にあっては、当該補助事業

別表１ あって、財政力指数が全国平均以下の市町村の区域内 費又は当該間接補助事業費

において行うものにあっては、(1)の規定にかかわら の55％

区 分 事業の種類 事 業 の 内 容 ず、平成12年度から16年度までの間の補助率は、別表 (2) 過疎地域自立促進特別措

２の採択年度の欄の区分に応じ、それぞれ同表の補助 置法附則第５条第１項に規

1 農業生産 (1) 農業用用排 農業用用排水施設の新設、 率に掲げる補助率。 定する特定市町村の区域の
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基盤整備事 水施設整備 廃止又は変更 うち特別豪雪地帯、振興山

業 (2) 農道整備事 農道、農道橋、索道又は軌 別表２ 村、半島振興対策実施地

業 道等運搬施設の新設、廃止又 域、特定農山村地域及び急

は変更 採 択 年 度 補 助 率 傾斜地帯の区域以外の区域

(3) 土層改良 農用地につき行う客土、混 であって、財政力指数が全

層耕、除れき、床締め及びこ 平成12年度 当該補助事業費の55％ 国平均以下の市町村の区域

れと一体的に実施する酸性土 内において行うものにあっ

壌改良資材、リン酸資材及び 平成13年度 当該補助事業費の54％ ては、(1)の規定にかかわ

有機質資材の投入等 らず平成12年度から平成16

(4) 暗渠排水 農用地につき行う暗渠の新 平成14年度 当該補助事業費の53％ 年度までの間の補助率

設若しくは変更又は心土破砕 は、別表２の採択年度の欄

工 平成15年度 当該補助事業費の52％ の区分に応じ、それぞれ同

(5) 区画整理 農用地の区画形質の変更及 表の補助率に掲げる補助

びこれと相当の関連がある他 平成16年度 当該補助事業費の51％ 率。

の工事を一体として行う事業

(6) 交換分合 農用地の交換分合

2 農村生活 (1) 農業集落道 農業集落周辺における農業

環境整備事 整備 生産基盤整備事業に係る農道

業 等を補完し、主として農業機

械の運行等の農業生産活動、

農産物の運搬等に供する農業

集落道の整備

(2) 営農飲雑用 家畜の飼育、園芸作物の栽

水施設整備 培（かんがいを除く。）、農

産物の洗浄等を主体とする営

農飲雑用水施設の整備

(3) 集落防災安 農業集落の防災安全のため

全施設整備 の土留、防護柵、排水工、防

風林、防雪林、水路防護施設

、防火水槽等の整備

(4) 用地整備 区画整理により換地の手法

によって捻出された用地又は

農道、用排水路と一体として

整備する用地であって、農業

近代化施設、公用・公共用施

設等の用地の整備

(5) 環境整備 親水・景観保全のための施

設としての親水護岸、遊水施

設、せせらぎ水路等

3 特認事業 特認事業 地方農政局長（北海道にあ

っては農村振興局長）が特に

必要と認める事業

(3) 調査設計事 団体営調査設計事業実施要綱（昭和46年６月25日付け46農地Ｄ (1) 当該間接補助事業費の50％

業 第367号農林事務次官依命通知）第３の表の事業種類欄の１の調 (2) 沖縄県において行うものにあっては、当該間接補助

査設計、２の農業集落排水維持適正化事業及び３の中山間総合整 事業費の50％

備推進事業を行うために要する経費。
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(4) 土地改良事 全国土地改良事業団体連合会が行う土地改良事業点炊き対策事 定額補助

業展開対策事 業に要する経費。

業

(5) 農業農村整 公募団体が行う農業農村整備技術強化対策等事業に要する経 定額補助

備技術強化対 費。

策等事業

(6) 畑地かんが 畑地かんがい推進モデルほ場設置事業実施要綱（平成２年６月 (1) 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

い推進モデル ７日付け２構改Ｄ第124号農林水産事務次官依命通知）第２に掲 (2) 沖縄県において行うものにあっては、当該補助事業

ほ場設置事業 げる事業に該当するもの。 費の75％

(3) 奄美群島において行うものにあっては(1)の規定に

かかわらず、当該補助事業費の2/3

(7) 魚を育む流 魚を育む流れづくり推進対策事業実施要綱（平成７年４月１日 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

れづくり推進 付け７構改Ｄ第248号農林水産事務次官依命通知）第２及び第４

対策事業 に掲げる事業に該当するもの。

(8) 農業集落排 都道府県土地改良事業団体連合会が行う団体営調査設計事業実

水維持適正化 施要綱(昭和46年６月25日付け46農地Ｄ第367号農林事務次官依命

事業 通知）第３の表の事業種類欄の３の農業集落排水維持適正化事業

に要する経費。

(9) 農村地域有 農村地域有機質資源再利用促進モデル事業実施要綱（平成13年 定額補助

機質資源再利 ３月30日付け12農振第1277号農林水産事務次官依命通知）第２の

用促進モデル (1)に掲げる事業に該当するもの。

事業

(10) ため池群 ため池群広域防災機能増進モデル事業実施要綱（平成16年３月 定額補助 定額補助

広域防災機 30日付け15農振第2637号農林水産事務次官依命通知）第２に掲げ

能増進モデ る事業に該当するもの。

ル事業

(11) 新農業水 新農業水利システム保全対策事業実施要綱(平成16年３月30日 (1) 農業水利システム保全計画策定事業にあっては、定 (1) 農業水利システム保全計 農業水利シ

利システム 付け15農振第2543号農林水産事務次官依命通知）第４に掲げる事 額補助 画策定事業にあっては、定 ステム保全

保全対策事 業に該当するもの。 (2) 管理省力化施設整備事業にあっては、当該補助事業 額補助 計画策定事

業 費又は当該間接補助事業費の1/2 (2) 管理省力化施設整備事業 業に係る経

にあっては、当該補助事業 費の限度額

費又は当該間接補助事業費 は、下表に

の1/2 定める額を

上回らない

ものとす

る。

算 定 式

地区の経費限度額＝１地区当たり基準額＋加算額
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○１地区当たり基準額

対象事業の水利区域面積区分 基準額 摘要

(1)採択年度から３年目まで

おおむね
※20ヘクタール以上100ヘクタール未満 200千円

100ヘクタール以上200ヘクタール未満 1,000千円

200ヘクタール以上300ヘクタール未満 2,000千円

300ヘクタール以上 3,000千円

(2)４年目から５年目まで

おおむね
※20ヘクタール以上100ヘクタール未満 60千円

100ヘクタール以上200ヘクタール未満 300千円

200ヘクタール以上300ヘクタール未満 600千円

300ヘクタール以上 900千円

※ 中山間地域にあってはおおむね10ヘクタール以

上100ヘクタール未満。

○加算額

区分 加算額 摘要

(1)水利権の更新資料の作成がある場合

採択年度から３年目まで 1,000千円

(2)更新・高度化等の基本整備計画の作成がある場合

採択年度から３年目までのいずれか単年度 1,000千円

(12) 農業参入 農業参入促進基盤整備実証事業実施要綱(平成17年３月25日付 定額補助 定額補助 公募団体が

促進基盤整 け16農振第2267号農林水産事務次官依命通知)第2の1に掲げる事 行う事業に

備実証事業 業に該当するもの。 要する経費

については

定額補助

(13) 段階的基 段階的基盤整備等実証調査事業実施要綱（平成19年3月30日付 定額補助 定額補助

盤整備等実 け18農振第1800号農林水産事務次官依命通知）第２に掲げる事業

証調査事業 に該当するもの。

(14) 遠隔監視 遠隔監視等を活用した高度処理促進事業実施要綱（平成18年３ (1) 要綱第２の１の(1)に掲げる事業にあっては当該間

等を利用し 月31日付け17農振第1986号農林水産事務次官依命通知）第２の１ 接補助事業費の50％

た高度処理 に掲げる事業に該当するもの。 (2) 要綱第２の１の(2)に掲げる事業にあっては定額補
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促進事業 助

(15) 農地の防 農地の防災機能増進事業実施要綱 (平成18年３月31日付け17農 定額補助

災機能増進 振第1793号農林水産事務次官依命通知)第５に掲げる事業に該当 ただし、農地の防災機能増進事業実施要綱第３の２の

事業 するもの。 (1)、(2)に掲げる事業にあっては、当該補助事業費又は

当該間接補助事業費の1/2

(16) 特定農業 特定農業用管水路等特別対策事業（調査計画事業）実施要綱 定額補助 定額補助

用管水路等 (平成18年３月31日付け17農振第1792号農林水産事務次官依命通

特別対策事 知）第２に掲げる事業に該当するもの。

業(調査計画

事業)

(17) 農業用水 農業用水水源地域保全対策事業実施要綱（平成19年３月30日付 定額補助 定額補助

水源地域保 け18農振第2037号農林水産事務次官依命通知）第２に掲げる事業

全対策事業 に該当するもの。

(18) 食の安全 (1) 公募団体及び都道府県土地改良事業団体連合会が行う食の安 定額補助 定額補助

・安心確保 全・安心確保基盤整備推進対策実施要綱（平成19年３月30日付

基盤整備推 け18農振第1914号農林水産事務次官依命通知）第３の１及び２

進対策 の要件に該当するもの。

(2) 土地改良区等が行う食の安全・安心確保基盤整備推進対策実 当該間接補助事業費の50％ 当該間接補助事業費の50％

施要綱（平成19年３月30日付け18農振第1914号農林水産事務次

官依命通知）第３の３の要件に該当するもの。

(19) 地域水ネ 地域水ネットワーク再生事業実施要綱（平成20年４月１日付け (1) 要綱第２の１の(1)に掲げる事業にあっては、当該 (1) 要綱第２の１の(1)に掲 公募団体が

ットワーク再 19農振第1811号農林水産事務次官依命通知）第２に掲げる事業に 補助事業費又は当該間接補助事業費の50％ げる事業にあっては、当該 行う事業に

生事業 該当するもの (2) 要綱第２の１の(2)に掲げる事業にあっては、定額 補助事業費又は当該間接補 要する経費

補助 助事業費の50％ については

(2) 要綱第２の１の(2)に掲 定額補助

げる事業にあっては、定額

補助

(20) 生物多様 生物多様性対応基盤整備促進パイロット事業実施要綱（平成20 (1) 要綱第４に掲げる事業にあっては、当該補助事業費 (1) 要綱第４に掲げる事業に 要綱第10の

性対応基盤整 年４月１日付け19農振第2161号農林水産事務次官依命通知）第４ 又は当該間接補助事業費の50％ あっては、当該補助事業費 ２に掲げる

備促進パイロ の要件及び第10の２に該当するもの (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に 又は当該間接補助事業費の 経費の算定

ット事業 かかわらず当該補助事業費の75％ 50％ に当たって

(3) 離島において行うものにあっては、(1)の規定にか (2) 要綱第10の２に掲げる事 は、後進地

かわらず、当該補助事業費の55％ 業にあっては、定額補助 域開発特例

(4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定 適用団体土

にかかわらず、当該補助事業費の60％ 地改良等関

(5) 要綱第10の２に掲げる経費にあっては、定額補助 係開発指定

事業補助率

差額金交付

要綱（昭和

38年３月16

日付け38農

地Ａ第585

号農林事務

次官依命通
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知）に基づ

く交付額を

除く。

(21) 炭素貯留 炭素貯留関連基盤整備実験事業実施要綱（平成○年○月○日付 定額補助 定額補助

関連基盤整 け○農振第○○号農林水産事務次官依命通知）第２に掲げる事業

備実験事業 に該当するもの。

(22) 水田環境 水田環境向上基盤整備支援事業実施要綱（平成○年○月○付け 定額補助 定額補助

向上基盤整 ○農振第○○号農林水産事務次官依命通知）第２に掲げる事業に

備支援事業 該当するもの。

(23) 農村環境 農村環境保全整備推進モデル事業実施要綱（平成○年○月○日 (1) 要綱第○に掲げる事業にあっては、当該補助事業費 当該補助事業費又は当該間接

保全整備推 付け○農振第○○号農林水産事務次官依命通知）第３に該当する 又は当該間接補助事業費の50％ 補助事業費の50％

進モデル事 もの。 (2) 沖縄県において行うものにあっては、(1)の規定に

業 かかわらず当該補助事業費の75％

(3) 離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施

地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯にお

いて行うものにあっては、(1)の規定にかかわらず、

当該補助事業費の55％

(4) 奄美群島において行うものにあっては、(1)の規定

にかかわらず、当該補助事業費の60％

(24) 生態系と 生態系と景観が調和した農業村整備技術開発事業実施要綱（平 定額補助

景観が調和 成21年**月**日付け**農振第****号農林水産事務次官依命通知）

した農業村 第２に掲げる事業に該当するもの。

整備技術開

発事業

(8) 全国土地改良事 土地改良施設維 １ 全国土地改良事業団体連合会が当該年度の当該事業に要する 土地改良区

業団体連合会が行 持管理適正化事 経費の３分の２以上を造成する。 等が行う土

う土地改良施設維 業 ２ 都道府県土地改良事業団体連合会は地方公共団体からの補助 地改良施設

持管理適正化事業 (1) 土地改良施 金を受けて当該都道府県土地改良事業団体連合会に係る経費の の整備補修

設維持管理適 ３分の２以上を全国土地改良事業団体連合会に拠出すること。 に要する経

正化事業 費の１０分

の９に充て

(2) 施設改善特 る額の３分

別対策事業 の１以内

(9) 都道府県が行う 国営造成施設管 国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱（昭和60年４月26 (1) 操作体制整備型 (1) 操作体制整備型

国営造成施設管理 理体制整備促進 日付け60構改Ｄ第302号農林水産事務次官依命通知）第２及び第 ア 当該間接補助事業費の60％ 当該間接補助事業費の70

体制整備促進事業 事業 ３によるものとする。 イ 沖縄県及び奄美群島において行うものにあって ％

並びに市町村及び は、アの規定にかかわらず、当該間接補助事業費の

土地改良区が行う 85％

国営造成施設管理 (2) 管理体制整備型 (2) 管理体制整備型

体制整備促進事業 当該補助事業費又は当該間接補助事業費の２分の１ 当該間接補助事業費の２

に要する経費に対 分の１

し都道府県が補助

する事業
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(10) 都道府県が行 地域用水機能増 地域用水機能増進事業実施要綱（平成10年４月８日付け10構改 当該補助事業費又は当該間接補助事業費の50％ 当該補助事業費又は当該間接 年度事業費

う地域用水機能 進事業 Ｄ第221号農林水産事務次官依命通知）第５の１によるものとす 補助事業費の50％ （地域用水

増進事業、市町 る。 機能増進事

村及び土地改良 業実施要綱

区が行う地域用 第３の１の(4)に係るものは除く。）

水機能増進事業 の限度額は以下によるものとする。

に要する経費に

対し都道府県が （年度事業費の算出）

補助する事業 ①受益面積が5,000haまで

Ａ＝Ｂ×Ｃ

②受益面積が5,000ha以上

10,000ha以下

Ａ＝(－2(Ｂ－10,000)２＋Ｃ

③受益面積が10,000ha以上

Ａ＝Ｃ

Ａ：事業費限度額(円)

Ｂ：受益面積(ha)

Ｃ：受益面積区分ごとの限度

基準額

対象となる事業 限度基準額

の受益面積区分

5,000haまで 20千円

5,000ha以上 150,000千円

(11) 沖縄県が行う 不発弾等事前探 不発弾等事前探査実施要綱（昭和50年４月30日付け50構改Ｄ第 (1) 沖縄県が行う不発弾等事前探査については、当該事

不発弾等事前探 査 307号農林事務次官通知）第２に掲げる不発弾等事前探査であっ 前探査に要する経費の100％以内

査又は沖縄県知 て沖縄総合事務局長が適当と認めたもの。 (2) 沖縄県知事の適当と認める市町村又は団体が行う不

事が適当と認め 発弾等事前探査については、当該間接補助事前探査に

る市町村若しく 要する経費の100％以内

は団体が行う不

発弾等事前探査

に対し沖縄県が

補助する事業

(12) 都道府県が行 水資源活用地域 水資源活用地域共生事業実施要綱（平成14年３月29日付け13農 当該補助事業費の50％ 当該補助事業費の50％

う水資源活用地 共生事業 振第3458号農林水産事務次官依命通知）第２及び第３によるもの

域共生事業 とする。

(13) 全国土地改良 基幹水利施設管 基幹水利施設管理技術者育成支援事業実施要綱(平成15年４月 当該間接補助事業費の30％ 当該間接補助事業費の30％ 全国土地改

事業団体連合会 理技術者育成支 １日付け14農振第2544号農林水産事務次官依命通知)第２及び第 良事業団体

が行う基幹水利 援事業 ３によるものとする。 連合会が行

施設管理技術者 う事業に要

育成支援事業及 する経費に

び都道府県土地 ついては定

改良事業団体連 額補助
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合会が行う基幹

水利施設管理技

術者育成支援事

業に要する経費

に対し都道府県

が補助する事業

(14) 都道府県、全 地方事務費 事業等の欄に掲げる(1)から(9)まで、(11)、(13)及び(14)（た (1) 採択基準の欄の(1)及び(2)の事務については、当該 (1) 採択基準の欄の(1)及び 採択基準の

国土地改良事業 だし、事業等の欄に掲げる(7)の事業のうち事業等又は補助対象 事務費の50％以内 (2)の事務については、当 欄の(4)の

団体連合会、全 事業の区分の欄に掲げる(3)から(5)まで、(8)から(10)まで、(1 (2) 採択基準欄の(3)の事業については、当該間接補助 該事務費の50％以内 事務につい

国農業会議所及 2)から(14)まで、(16)及び(17)の事業並びに(19)及び(20)の公募 事業費の50％以内 (2) 採択基準の欄の(3)の事 ては、当該

び公募団体が行 団体の行う事業を除く。)の事業に係る事務であって、次に掲げ 業については、当該間接補 事務費の50

う事務又は都道 るもの。 助事業費の50％以内 ％以内

府県が補助する (1) 都道府県が行う事業に要する事務

事業 (2) 都道府県知事の適当と認める団体その他の者が行う事業につ

き、都道府県が行う調査及び指導監督の事務

(3) 都道府県知事の適当と認める団体その他の者が行う事業に要

する事務費に対し都道府県が補助する事業

(4) 全国土地改良事業団体連合会が行う事業に要する事務

土地改良融資事 土地改良事業の実施に関し必要とされる指導、監督等であって 採択基準等の欄の(2)及び(3)の事業については、当該 都府県の欄に同じ (1) 採択基

業等指導監督 、次に掲げるもの 間接補助事業に要する経費の50％以内 準の欄の

(1) 全国土地改良事業団体連合会及び全国農業会議所が行う水土 ただし、(3)の農業用用排水路等管理組織整備推進事 (1)の事務

保全強化対策事業に要する経費 業のうち附帯施設整備及び関連施設整備については３分 のうち全国

(2) 都道府県土地改良事業団体連合会及び都道府県農業会議が行 の１以内 管理指導事

う水土保全強化対策事業に要する経費に対し、都道府県が補助 業推進委員

する事業 会における

(3) 土地改良区組織運営基盤強化対策のうち土地改良区、都道府 運営費、全

県土地改良事業団体連合会又は市町村が行う事業運営改革基本 国換地等促

計画策定事業、都道府県土地改良事業団体連合会が行う土地改 進事業推進

良区組織運営基盤強化推進事業、土地改良区が行う統合再編整 委員会にお

備事業、土地改良区が行う農業用用排水路等管理組織整備推進 ける運営費

事業に要する経費に対し都道府県が補助する事業及び都道府県 及び土地改

が行う指導事務（以下「土地改良区対策」という。） 良相談等事

(4) 公募団体が行う土地改良区対策に要する経費 業に係る経

(5) 公募団体が行う農村防災･災害対応指導体制強化事業に要す 費について

る経費 は、当該事

務に要する

経費の50％

以内とし、

その他の経

費について

は、定額補

助

(2) 採択基

準等の欄の

(4)及び(5)

の事務に要

する経費に
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ついては定

額補助

（備 考）

１ 昭和55年３月31日における旧過疎地域対策緊急措置法（昭和45年法律第31号）第２条第１項に規定する過疎地域に該当する地域（過疎地域振興特別措置法（昭和55年法律第19号）第２条第１項に規定する

過疎地域に該当する地域を除く。）で昭和55年４月１日において現に施行されていた土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき昭和54年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについて

の昭和55年度以降の予算の係る国の補助については、なお従前の例による。

２ 平成２年３月31日における旧過疎地域振興特別措置法（昭和55年法律第19号）第２条第１項に規定する過疎地域に該当する地域（過疎地域振興特別措置法（平成２年法律第15号）第２条第１項に規定する

過疎地域に該当する地域を除く。）で平成２年４月１日において現に施行されていた土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき平成２年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについて

の昭和55年度以降の予算の係る国の補助については、なお従前の例による。

３ 都道府県営排水対策特別事業実施要綱（昭和54年７月10日付け54構改Ｄ第375号農林水産事務次官依命通知）に基づき昭和61年度以前に採択された地区及び都道府県営水田農業確立排水対策特別事業実施

要綱（昭和62年８月21日付け62構改Ｄ第904号農林水産事務次官依命通知）に基づき昭和62年度から平成４年度までに採択された地区のうち、現に施行している地区に係る平成５年度以降の国の補助につい

ては、第２に規定する表の事業等又は補助対象事業の区分の欄の「水田営農活性化排水対策特別事業」の実施地区とみなして、同事業の補助率を適用する。

４ 地域改善対策農業基盤整備事業実施要綱（昭和62年４月１日付け62構改Ｄ第329号農林水産事務次官依命通知）に基づき昭和62年度から平成８年度までに採択された地区のうち、平成９年３月31日におい

て現に施行している地域改善対策農業基盤整備事業であって、当該事業に要する費用につき平成８年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成９年度以降の予算に係る国の補助につい

ては、なお従前の例による。

５ 平成７年度及び平成８年度に採択された土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について（平成９年４月１日付け９構改Ｄ第254号農林水産事務次官通知）による改正前の土地改良事業関係補助金交

付要綱別表の事業等の欄の(7)採択基準等の欄の(1)のアの(オ)に掲げる農場型交換分合に係る平成９年度及び平成10年度の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。

６ 平成８年度までに採択された土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について（平成９年10月８日付け９構改Ｄ第242号農林水産事務次官通知）による改正前の土地改良事業関係補助金交付要綱別表

の事業等の欄の(6)採択基準等の欄の(3)に掲げる事業に係る補助率については、なお従前の例による。

７ 平成９年度までに採択された土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について（平成10年５月20日付け10構改Ｄ第429号農林水産事務次官通知）による改正前の土地改良事業関係補助金交付要綱別表

の事業等の欄の(1)から(7)に掲げる事業であって、当該費用につき平成９年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成10年度以降の予算に係る国の補助については、なお従前の例によ

る。

８ 平成10年までに採択された土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について（平成11年10月１日付け11構改Ｄ第409号農林水産事務次官通知）による改正前の土地改良事業関係補助金交付要綱別表の

事業等の欄の(1)、(2)及び(6)に掲げる事業に係る補助率については、なお従前の例による。

９ 平成11年度までに採択された土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について（平成12年10月31日付け12構改Ｄ第775号農林水産事務次官通知）による改正前の土地改良事業関係補助金交付要綱別表

の事業等の欄の(1)及び(6)に掲げる事業に係る補助率については、なお従前の例による。

10 この改正前の土地改良事業関係補助金交付要綱に基づき平成12年度までに採択された事業については、改正前の土地改良事業関係補助金交付要綱別表の事業等の欄の（１）に掲げる事業に係る補助率を適

用する。

11 平成14年度までに採択された土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について（平成15年４月１日付け14農振第2503号農林水産事務次官通知）による改正前の土地改良事業関係補助金交付要綱別表の

事業等の欄の(5)及び(6)に掲げる事業については、なお従前の例による。

12 平成15年度までに採択された土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について（平成16年３月30日付け15農振第2749号農林水産事務次官通知）による改正前の土地改良事業関係補助金交付要綱別表の

事業等の欄の(1)、(5)及び(6)に掲げる事業であって、当該費用につき平成15年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成16年度以降の予算に係る国の補助については、なお従前の例

による。

13 平成18年度までに採択された土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について（平成19年３月30日付け18農振第2023号農林水産事務次官依命通知）による改正前の土地改良事業関係補助金交付要綱別

表の事業等の欄の(1)、(4)の3及び(7)に掲げる事業に係る補助率については、なお従前の例による。

14 地域ぐるみため池保全活動推進事業実施要綱（平成13年３月30日付け12農振第1942号農林水産事務次官依命通知）に基づき平成13年度から平成14年度までに採択された地区のうち、平成20年３月31日にお

いて現に施行している地域ぐるみため池保全活動推進事業であって、当該事業に要する費用につき平成19年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成20年度以降の予算に係る国の補助

については、なお従前の例による。

15 平成20年度までに採択された土地改良事業関係補助金交付要綱の一部改正について（平成19年３月30日付け18農振第2023号農林水産事務次官依命通知）による改正前の土地改良事業関係補助金交付要綱別表の

事業等の欄の(3)に掲げる事業に係る補助率については、改正後の事業等の欄の(3)事業等又は補助対象事業の区分の欄の「基幹農道整備事業」の実施地区とみなして、同事業の補助率を適用する。ただし、平成

20年度までに採択された改正前の(3)に掲げる事業のうち、補助率の欄の(1)の市町村営のものに係る補助率については、なお従前の例による。
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別記様式第１号（第３関係）

平成 年度○○事業補助金交付申請書

番 号

年 月 日

（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長）

全国土地改良事業団体連合会、全国農業会

○○農政局長 議所及び公募団体にあっては農林水産大臣 殿

（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）

全国土地改良事業団体連合会会長

都道府県知事 全 国 農 業 会 議 所 会 長

公 募 団 体 代 表 者

氏 名 ,

平成 年度において下記のとおり を実施したいので、土地改良事業関係補助金交付要綱により補助金

円の交付を申請する。

記

１ 事業の目的

２ 収支予算書（別紙第１のとおり。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業補助にあっては別紙第２のとおり。）

３ 経費の配分及び事業計画の概要（別紙第３のとおり。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業補助にあっては別紙第４

及び別紙第５のとおり。）

４ 事業の完了予定 平成 年 月 日

５ 添付書類

（１）都道府県の補助金交付規程又は要綱

（２）定款、寄付行為又は業務方法書等の規約

（３）資産及び負債に関する事項を記載した書類

（４）収支予算（収支決算）に関する事項を記載した書類

（注）１ この申請書は、直接補助事業（事務費を含む）、間接補助事業及び間接補助事業の事務費ごとに区分して、それぞれ作成すること。

２ 間接補助事業費にあっては、事業主体事務費を含めて作成すること。

３ 補助金交付規程は、団体営事業のみ添付すること。

４ 全国土地改良事業団体連合会、全国農業会議所及び公募団体の場合にあっては５の（２）から（４）に関する書類を添付すること。

５ 計画変更及び実績報告の場合にあっては、これらに変更があった場合のみ添付すること。

別紙第１

収 支 予 算 書

予算議決（又は予算議決予定）平成 年 月 日

区　　分 事業費 国庫補助金 国庫補助率 都道府県費 市町村費 土地改良区等費 備考

円 円 ％ 円 円 円
○○事業工事費
　△△△地区
　◇◇◇地区
　☆☆☆地区
○○事業事務費

計
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別紙第２

収 支 予 算 書

１ 収入の部

２ 支出の部

予算議決（又は予算議決予定）平成 年 月 日

別紙第３

経費の配分及び事業計画の概要

都道府県営事業の場合

（注）１ 添付書類 土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置について（昭和 44年 5月 24日 44農地Ａ第 826号農林事務次官通知）に係る返還対

象事業にあっては、地区内における国庫補助金の振り分けの基準を記載した書面（ただし、実績報告書提出時のみ添付すること。）

２ 土地改良融資事業等指導監督費補助については、本様式によらず「団体営事業の場合」によること。

（記載要領）

１ 費目欄には、工事費の費目の純工事費、測量及び試験費、船舶及び機械器具費、営繕費、用地費及び補償費、換地費、全体実施設計費及び工事雑費並び

に促進費を記載すること。

２ 施行年度欄には、当該地区が事業に着手した年度及び事業の完了の予定している年度を記載すること。ただし、全体実施設計期間については、上段にそ

の年度を記載すること。

３ 工種欄には、ダム、ため池、頭首工、揚（排）水機場、用（排）水路、農道、隧道、橋梁、農地保全施設等を記載し、経営体育成基盤整備事業及び畑地

帯総合農地整備事業等にあっては、農業用用排水施設、暗渠排水、農道、客土、区画整理、農用地造成、農地保全施設等を記載すること。

４ 事業量欄及び事業費欄には、該当する事業量及び事業費を記載すること。

５ 国庫補助金以外の財源欄には、実質の負担区分に基づき記載すること。

６ 二つ以上の補助率を適用する場合には、備考欄にそれぞれの補助率の対象となる事業費又は受益面積を記載し、国庫補助金の算出根拠を明記すること。

７ 不発弾等事前探査については、工種欄には対象事業名を、事業量欄には水平探査面積（㎡）、鉛直探査量（箇所数及び削孔長（ｍ））及び確認のための掘

削量（㎡）を、事業費欄には事業量欄に示す事前探査の種類ごとに要する経費を記入すること。

８ 備考欄には、当該年度の工事の着手及び完了の予定年月並びに事業完了後の施設管理者を記載すること。

９ 地域用水機能増進事業については、「費目」欄を「区分」欄及び「工種」欄を「費目」欄に読替えて、区分欄には地域用水機能増進事業実施要綱第３の

施行
年度

円 円 円 円 ％ 円 円 円 円

事業費
費　目

総　　量 前年度まで

事業量

国庫補助金以外の財源

都道府県
費

市町村区
土地改良
区その他

国　庫 備　考
事業量

本　　年　　度 翌年度以降

事業費 事業量 事業費 事業費
工　種

事業量

（全計）　　年度～　　年度

　　　　　　年度～　　年度
事業名 地区名 受益面積 ｈａ

補助金
国　庫
補助率

区　　　分 本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額 備　　　考

円 円 円

国庫補助金

　　(1)適正化事業補助金

　　(2)事務費補助金

賦　課　金

　　(1)適正化事業賦課金

　　(2)事務費賦課金

そ　の　他

計

区　　　分 本年度予算額 前年度予算額 差引増△減額 備　　　考

円 円 円

交　　付　　金

事　　務　　費

○　○　○　○　○

○　○　○　○　○

計
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１の(4)の事業内容を、本年度の事業量欄には地域用水機能増進事業実施要領（平成 10年４月８日付け 10構改Ｄ第 222号農村振興局長通知）第２の１の

(4)の事業内容を記載すること。

10 国営造成施設管理体制整備促進事業については、事業名に続けて括弧書きで事業の型名を記載すること。また、受益面積の欄は記入不要とする。

11 水資源活用地域共生事業については、「費目」欄を「区分」欄及び「工種」欄を「費目」欄に読替えて、区分欄には水資源活用地域共生事業実施要綱第 2

の 1の(1)から(4)の事業内容を記載すること。

12 生物多様性対応基盤整備促進パイロット事業にあっては、生物多様性対応基盤整備促進パイロット事業実施要綱第３の１及び３の事業については、「費目」

欄を「区分」欄及び「工種」欄を「費目」欄に読替えて、区分欄には「整備計画の策定」又は「調査モニタリング」を、費目欄には生物多様性対応基盤整

備促進パイロット事業実施要領第 10の１の費目を、事業量の欄には「調査、測量及び試験」、「保全目標の設定等」、「保全管理活動の計画策定」、「専門家

等の意見聴取、計画の取り纏め」、「事業による影響の調査」又は「影響の分析及び評価」を記載すること。

団体営事業の場合

（注）添付書類 土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置について（昭和 44年 5月 24日 44農地Ａ第 826号農林事務次官通知）に係る返還対象事

業にあっては、地区内における国庫補助金の振り分けの基準を記載した書面（ただし、実績報告書提出時のみ添付すること。）

（記載要領）

１ 地区名の下に括弧書きで、事業主体名及び関係市町村名を記載すること。

２ 費目欄には、工事費の費目の純工事費、測量及び試験費、船舶及び機械器具費、営繕費、用地費及び補償費、全体実施設計費、換地費、工事雑費並びに

事業主体事務費を記載すること。

３ 工種欄には、純工事費の工種のダム、ため池、頭首工、揚（排）水機場、用（排）水路、隧道、橋梁、農地保全等を記載し、総合事業にあっては農業用

用排水、暗渠排水、農道、客土、区画整理、農用地造成、農地保全施設等を記載すること。

４ 事業量欄及び事業費欄には、該当する事業量及び事業費を記載すること。

５ 国庫補助金以外の財源欄には、実質の負担区分に基づき記載すること。

６ 二つ以上の補助率を適用する場合には、備考欄にそれぞれの補助率の対象となる事業費又は受益面積を記載し、国庫補助金の算出根拠を明記すること。

７ 備考欄には、当該地区の受益面積、施行年度、当該年度の工事の着手及び完了の予定年月並びに事業の完了後の施設の予定管理者を記載するとともに、

事業主体ごとに、仕入に係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「減額した金額」を、同税額がない場合には「該当なし」と同税額が明ら

かでない場合には「含税額」とそれぞれ記入すること。

８ 不発弾事前探査については、事業量欄には水平探査面積（㎡）、鉛直探査量（箇所数及び削孔長（ｍ））及び確認のための掘削量（㎡）を、事業費欄には

事業量欄に示す事前探査の種類ごとに要する経費を記入すること。

９ 土地改良融資事業等指導監督費については、第２の表の事業等欄の(14)の土地改良融資事業等指導監督の採択基準等欄に掲げる事業等ごとに事業名欄及

び、本年度の事業費、国庫補助金、国庫補助率及び国庫補助金以外の財源の各欄に記載するとともに次により記載すること。

(１) 全国土地改良事業団体連合会、都道府県土地改良事業団体連合会及び全国農業会議所が行う水土保全強化対策事業のうち土地改良換地等促進事業の

場合は本年度の事業量欄に換地等促進対策指導地区（県）数を都道府県農業会議所が行う土地改良換地等促進事業の場合は本年度の事業量欄に交換分

合実務研修及び交換分合実施農業委員会等に対する助言指導等の対象団体数を記載すること。

(２) 都道府県土地改良事業団体連合会が行う水土保全強化対策事業のうち土地改良施設管理指導事業の場合は本年度の事業量欄に専門指導員設置員数及

び指導（土地改良施設の診断指導をいう。）予定地区数を記載すること。

(３) 全国土地改良事業団体連合会が行う水土保全強化対策事業のうち土地改良施設管理指導事業の場合は本年度の事業量欄に全国管理指導事業推進委員

会の開催件数並びに専門指導員研修人員及び土地改良施設の診断・指導に関する事例集の発行部数を、本年度の事業費欄に当該事業に要する経費を記

載すること。

(４) 土地改良区対策の場合は、地区名欄に本対策の実施地区名を費目欄に「事業費」と「指導事務費」の別を、本年度の事業費、国庫補助金、国庫補助

率、国庫補助金以外の財源の各欄に当該事業及び指導事務に要する経費を費目ごとに記載すること。

(５) 公募団体が行う事業にあっては、費目欄に各事業の公募要領に定める経費を記載すること。

10 基幹水利施設管理技術者育成支援事業については、地区名欄に○○県土地改良事業団体連合会と記載するとともに次により記載すること。

(１) 都道府県土地改良事業団体連合会が行う指導・援助事業の場合は費目欄に事業費と事務費の別を、工種欄に事業費のうちの技術者賃金、機械器具購

入費、燃料費、印刷費及び調査費の別を記載すること。

(２) 全国土地改良事業団体連合会が行う技術強化事業の場合は費目欄に旅費と調査費の別を記載すること。

11 地域用水機能増進事業については、「費目」欄を「区分」欄及び「工種」欄を「費目」欄に読替えて、区分欄には地域用水機能増進事業実施要綱第３の

１の(1)から(4)の事業内容を、本年度の事業量欄には地域用水機能増進事業実施要領第２の１の(1)から(4)の事業内容を記載すること。

12 国営造成施設管理体制整備促進事業については、事業名に続けて括弧書きで事業の型名を記載すること。

13 生物多様性対応基盤整備促進パイロット事業にあっては、生物多様性対応基盤整備促進パイロット事業実施要綱第３の１及び３の事業については、「費目」

欄を「区分」欄及び「工種」欄を「費目」欄に読替えて、区分欄には「整備計画の策定」又は「調査モニタリング」を、費目欄には生物多様性対応基盤整

円 円 円 円 ％ 円 円 円 円

小　計

事業主体
事務費

計

事業費事業量

市町村区
土地改良
区　その他

国庫補助金以外の財源

補助率

工　種

本　　年　　度

事業量 事業費

前年度まで

都道府県
費

事業量
国　庫

総　　　量

事業費
費　目

事業費

事業名
地区名
(事業主体)

事業量
備　考

（　　　　）
施行年度 年度～　　年度

翌年度以降

補助金
国　庫
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備促進パイロット事業実施要領第 10の１の費目を、事業量の欄には「調査、測量及び試験」、「保全目標の設定等」、「保全管理活動の計画策定」、「専門家

等の意見聴取、計画の取り纏め」、「事業による影響の調査」又は「影響の分析及び評価」を記載し、生物多様性対応基盤整備促進パイロット事業実施要綱

第 10の２の経費については、「費目」欄に「促進費」と記載すること。

別紙第４

土地改良施設維持管理適正化事業の場合

経 費 の 配 分

（記載要領）

１ 「費目」欄には、「資金造成」と「地方事務費」の別を記載すること。

２ 資金造成にあっては、「事業費」欄に当該資金造成の総額を記載すること。

別紙第５

土地改良施設維持管理適正化事業の場合

全 体 計 画 の 概 要

別記様式第２号（第６関係）

平成 年度○○事業補助金変更承認申請書

番 号

年 月 日

（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長）

全国土地改良事業団体連合会、全国農業会

○○農政局長 議所及び公募団体にあっては農林水産大臣 殿

（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）

全国土地改良事業団体連合会会長

都道府県知事 全 国 農 業 会 議 所 会 長

公 募 団 体 代 表 者

氏 名 ,

平成 年 月 日付け 第 号で補助金交付決定の通知のあった事業の実施について、別紙理由書に記載した理

由により経費の配分及び事業計画の概要を変更し、〔金 円の追加交付（減額承認）を受け〕たいので土地改良事業関係補

助金交付要綱により関係書類を添えて申請する。

（注）１ 金額の変更のない変更申請の場合は〔 〕の部分を除くこと。

２ 上記の「関係書類」とは、この要綱の別記様式第１号の別紙第１から別紙第６までの様式に準じ、変更前の経費の配分及び事業計画の概要と変更後

の経費の配分及び事業計画の概要を比較対照できるよう変更に係る部分についてのみ変更前を括弧書きで、上段に記載すること。

県 市町村

円 円 円 円 円 円 円

備　 　 考

土地改良区等拠出金

費　 　 目
資金拠出
連合会数

事業費 国　 庫
補助金

事　 業　 費　 の　 内　 訳

地方連合会拠出金等

地方公共団体補助金
小計

その他

県 市町村

円 円 円 円 円 円 円

土地改良施
設整備補修
総事業費

交付金額
備　考交付金交付

対象土地改
良区等数

交付金の明細

各地方
連合会名

資金拠出
土地改良
区等数

土地改良区
等拠出金

国庫補助金

資　金　造　成　の　明　細

資金拠出区分

地方公共団体補助金
計
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別記様式第３号（第 11関係）
平成 年度○○事業遂行状況報告書

番 号

年 月 日

（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長）

全国土地改良事業団体連合会、全国農業会

○○農政局長 議所及び公募団体にあっては農林水産大臣 殿

（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）

全国土地改良事業団体連合会会長

都道府県知事 全 国 農 業 会 議 所 会 長

公 募 団 体 代 表 者

氏 名 ,

平成 年 月 日付け 第 号で補助金交付決定の通知があった標記事業の遂行状況について、下記のとおり報

告する。

記

１ 事業遂行状況（別紙第６のとおり）

２ 事 業 着 手 平成 年 月 日

３ 事業完了予定 平成 年 月 日

別紙第６

事 業 等 遂 行 状 況

１ 収支の状況

(１) 収入の部 (２) 支出の部

（注）間接補助事業については、事業一本にし、地区名欄に総地区数を記入し、地方事務費と区分して記入すること。

２ 事業別状況

（注）１ 都道府県営事業については、備考欄に事業着手年月日及び事業完了予定年月日を記載すること。

２ 間接費補助事業については、事業一本にし、地区名欄に地区数を記入し、地方事務費と区分して記載すること。

３ 不発弾等事前探査については、別紙第３に準じて記載すること。

４ 土地改良施設維持管理適正化事業補助については、資金造成と地方事務費として区分し、それぞれ次のように記載すること。

(１)資金造成にあっては、実施計画の事業費の欄及び出来高の事業費の欄に当該資金造成額を記載すること。

(２)地方事務費にあっては、実施計画の事業費の欄及び出来高の事業費の欄に当該事務に要する経費を記載すること。

５ 土地改良融資事業等指導監督費については、別紙第３に準じて記載すること。

区　 分 予算額 収入済額 収入未済額 備　 考 区　 分 予算額 支出済額 支出未済額 備　 考

円 円 円 円 円 円

進ちょく率

事業費（Ａ） 国庫補助金 事業費（Ｂ） 国庫補助金 （Ｂ）／（Ａ）

円 円 円 円 ％

備　考
実　施　計　画 出　来　高

地区名 費　目
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別記様式第４号（第 12第１項関係）

平成 年度○○事業実績報告書

番 号

年 月 日

（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長）

全国土地改良事業団体連合会、全国農業会

○○農政局長 議所及び公募団体にあっては農林水産大臣 殿

（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）

全国土地改良事業団体連合会会長

都道府県知事 全 国 農 業 会 議 所 会 長

公 募 団 体 代 表 者

氏 名 ,

平成 年 月 日付け 第 号で補助金交付の決定通知があったことについて、下記のとおり事業を実施したの

で土地改良事業関係補助金交付要綱により報告する。

なお、あわせて精算額 円の交付を申請する。

記

１ 事業の目的

２ 収支精算書（別紙第７及び第８のとおり。ただし、土地改良施設維持管理適正化事業補助にあっては別紙第９のとおり。）

３ 補助事業の成果（直接補助事業にあっては、別紙第３（土地改良施設維持管理適正化事業補助にあっては別紙第４、別

紙第５）、別紙第 10、別紙第 11及び別紙第 12、間接補助事業にあっては、別紙第３、別紙第 10、別紙第 11及び別紙第 12
（国営造成施設管理体制整備促進事業補助にあっては別紙第３及び別紙第 12）を添付すること。）
（注）１ 前年度から繰り越した分にあっては繰越分として、別に作成のうえ提出する。

２ 記の２の事業の成果は申請書と実績報告の経費の配分及び事業計画の概要が比較対照できるよう申請書を括弧書きで二段書にすること。

４ 事業の完了年月日 平成 年 月 日

５ 添付書類については、各事業費の根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料、帳簿の写し又は補助金調書の写しの

いずれかを添付すること。また、このほか、補助金交付申請書又は変更承認申請書に添付したものから変更があったもの

については、必要書類を添付すること。

別紙第７

収 支 精 算 書

（注）予算額を上段（）書、精算額を下段に記入すること。

別紙第８

国 庫 補 助 金 精 算
補助金交付 精算事業費 国　 庫 精算国庫 概算払 差引国庫補助金
決　 定　 額 総　 　 　 額 補助率 補助金額 受領総額 未受領（ 返還） 額

円 円 ％ 円 円 円

備　 　 　 考区　 　 　 分

都道府県営

事業費

　 　 　 事業主体分

　 　 　 都道府県分

事務費

　 団体営

　 　 事業費

　 　 地方事務費

区　 　 分 事業費 国庫補助金 国庫補助率 都道府県費 市町村費 土地改良区等費 備　 考

円 円 ％ 円 円 円
○○事業工事費
　 △△△地区
　 ◇◇◇地区
　 ☆☆☆地区
○○事業事務費

計
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別紙第９

収 支 精 算 書

１ 収入の部

２ 支出の部

３ 国庫補助金精算

別紙第 10
地 区 別 検 査 調 書

（都道府県営事業の場合）

（注）１ 請負契約書に基づき一契約書ごとに記載すること。

２ 用地買収費、補償費ごとに金額の合計を記載すること。

３ 区分欄には、農村振興局長が別に定める工事雑費の使途基準に従って記入すること。

区　　　分 本年度精算額 前年度予算額 差引増△減額 備　　　考

円 円 円

交　　付　　金

事　　務　　費

○　○　○　○　○

○　○　○　○　○

計

補助金交付 精算事業費 国　 庫 精算国庫 概算払 差引国庫補助金
決　 定　 額 総　 　 　 額 補助率 補助金額 受領総額 未受領（ 返還） 額

円 円 ％ 円 円 円

適正化事業補助金

事務費補助金

合　 　 計

備　 　 　 考区　 　 　 分

区　　　分 本年度精算額 前年度予算額 差引増△減額 備　　　考

円 円 円

国　庫　補　助　金

　　(1)適正化事業補助金

　　(2)事務費補助金

賦　　　課　　　金

　　(1)適正化事業賦課金

　　(2)事務費賦課金

そ　　　の　　　他

計

着工年月日

(竣工年月日) 検査年月日 検査責任者職氏名

円

計

測量及び

試験費 計

用地費及び

補償費 計

○○費

計

工事雑費

計

工事費

合　　計

竣工検査
備考事業費地区名 費目 区分 事業量
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（団体営事業の場合）

別紙第 11
残 材 料 直 営 調 書

（注）間接補助事業にあっては、地区名の下に括弧書きで事業主体名を記入すること。

別紙第 12
財産管理台帳（令第 13条第１号から３号までの財産、要綱第 14の財産）

（注）１ 数年にわたって施工する施設については、完成した年度で記載するものとし、備考欄に施行期間を記載すること。

２ 備考欄に当該事業に係る補助率等を記載すること。

別記様式第５号（第 12第 4項関係）

平成 年度消費税仕入控除税額報告書

番 号

年 月 日

（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長）

全国土地改良事業団体連合会、全国農業会

○○農政局長 議所及び公募団体にあっては農林水産大臣 殿

（沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長）

全国土地改良事業団体連合会会長

都道府県知事 全 国 農 業 会 議 所 会 長

公 募 団 体 代 表 者

氏 名 ,

平成 年 月 日付け 第 号をもって補助金の交付決定の通知があった事業について、土地改良事業関係補助

金交付要綱第 12第 4項の規定に基づき、下記のとおり報告する。

記

１ 適正化法第１５条の補助金の額の確定額 金 円

（平成 年 月 日付け 第 号による額の確定通知額）

２ 補助金の確定時に減額した仕入に係る消費税等相当額 金 円

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入に係る消費税等相当額 金 円

４ 補助金返還相当額（３－２） 金 円

（注）市町村別、事業主体別の内訳資料、その他参考となる資料を添付すること。

地区名 名　称 形状寸法 数　量 単　価 金　額 備　考

円 円

検収又は取得　　年　　月　　日

処分制限 補助金
年月日 返還額

円 円 円

取得年月日

処分制限期間

耐用年数

処　分　の　状　況

処分の類別 処分年月日

備　考事業名 地区名 事業主体 名　称 形状寸法 数　量 単　価 取得金額
検収又は

実績報告書 検査年月日 検査員氏名
受理年月日 (確認年月日) (確認者氏名)

地区名 事業主体名 備考
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別記様式第６号（第 15第関係）

１．補助金等の名称

２．事業の目的及び内容

(1)目的

(2)具体的な内容

３．交付先の法人の名称

４．交付実績額 千円(Ａ)

５．補助金等における管理費

(1)人件費 千円

(2)一般管理費 千円

(3)その他の管理費

千円

千円

千円

千円

６．外部への支出

(1)外部に再補助等されているものに関する支出

支出先

千円

千円

千円

千円

千円(Ｂ)

(2)(1)以外の支出

支出先

千円

千円

千円

千円

７．その他

千円

千円

千円

千円

８．再補助等の割合 ％(Ｂ/Ａ)

平成　　年度補助金等支出明細書

金　　　額

金　　　額

金　　　額

金　　　額

内　　　　容

合　　　　計

支出内容

合　　　　計

支出内容

合　　　　計

合　　　　計

合　　　　計

内　　　　容
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（注）

１．｢５．補助金等における管理費｣について、｢(１)人件費｣には、当該補助金等の事業に携わる当該特例民法法人の職員等

の人件費を、｢(２)一般管理費｣には、当該補助金等の事業について見込まれる一般管理費(賃借料、光熱水料費、租税公課

等)を記入する。なお、前二者に該当しない当該補助金等に係る管理費がある場合には、｢(３)その他の管理費｣に、内容を

明らかにした上で、その金額を記入する。

２．｢６．外部への支出｣については、当該補助金等の目的たる事業に関し外部に支出されるものについて、｢(１)外部に再補

助等されているものに関する支出｣及び｢(２)(１)以外の支出｣に分類し、支出内容、支出先を明らかにした上で、その金額

を記入する。

｢外部に再補助等されているものに関する支出｣とは、①当該特例民法法人から第三者に交付されている補助金、助成金、

利子補給金等、②補助金等の交付目的たる事業の主たる部分について、第三者が業務を担うものとする。

なお、｢補助金等の交付目的たる事業の主たる部分について、第三者が業務を担うもの｣に該当しないため、｢(２)(１)以

外の支出｣に該当すると考えられる例は以下のとおりである。ただし、これらについても、当該業務の発注や手配等を第三

者に代行させ、当該特例民法法人から直接支出していない場合、あるいは当該補助金等の交付目的との関係によっては、

｢(２)(１)以外の支出｣に該当しない場合もある。

＜｢(２) (１)以外の支出｣の具体例＞

旅費、郵送費及び通信費、調査委員会委員への謝金、調査研究事業における報告書印刷費、会場借料、文献収集費、翻

訳料／通訳料

３．｢６．外部への支出｣における｢支出先｣は、会社等の具体的名称を記入するのではなく、食品製造会社、建設会社、農協、

都道府県等、当該会社等の所属業界がわかるよう記入する。

４．｢７．その他｣については、｢５．補助金等における管理費｣、｢６．外部への支出｣に該当しないその他の経費について、

内容を明らかにした上で、その金額を記入する。

５．｢８．再補助等の割合｣については、｢４．交付実績額｣に対する｢６．(１)外部に再補助等されているものに関する支出｣

の割合により計算する。
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